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１ 基本的な事項 

 

(1)  小坂町の概況 

 

  ① 自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

 

  本町は、秋田県の北東端、北東北三県(秋田県・青森県・岩手県)のほぼ中央に位置し、気候

は山間盆地特有の内陸型で、積雪寒冷地となっています。また、町土の約７割が森林であり、

多くが国有林で占められています。町の中央部には米代川の支流である小坂川が流れ、北東部

には国の特別名勝・天然記念物に指定されている十和田八幡平国立公園の十和田湖があり、日

本でも有数の自然に恵まれた地域となっています。面積は、明治４年の廃藩置県以来、決まっ

ていなかった十和田湖の境界が平成 20年 12月に決定し､現在は 201.70ｋ㎡となっています。 

  歴史的には、明治 21年の市町村合併で小坂村と小坂鉱山が合併して小坂村になり、大正３年

に町制が施行され、昭和 30年の市町村合併で小坂町と七滝村が合併して現在の“小坂町”とな

っています。 

鉱山の町として栄えてきた本町は、文久元年（1861 年）に「小坂鉱山」が発見されて以来、 

明治初期より鉱山の町として経済や文化が発展し、日本の近代化を支えてきました。しかし、

昭和 60年代の急激な円高や鉱量の枯渇等により、本町内の鉱山は統廃合や閉山が相次ぎ、本町

の経済に大きな打撃を与えてきました。現在は、明治時代に創業して以来培ってきた鉱山・製

錬技術を活用し、環境リサイクル産業へ転換が図られ、資源循環型社会の構築を目指した町の

施策とともに、本町は資源循環型のまちとして広く認知されるようになっています。 

交通体系は、南北に縦断する「国道 282号」と東西に横断する「主要地方道大館十和田湖線 

（樹海ライン）」が主軸となっています。また、昭和 61年に「東北縦貫自動車道」が開通する

とともに、平成２年には小坂インターチェンジが供用開始されました。さらには「日本海沿岸

東北自動車道」の整備とともに東北縦貫自動車道とのジャンクションにより本町地内で連結し、

本町は東北と日本海側の高速交通網が集結する要衝となっています。 

   観光面では、十和田湖とともに、明治期から昭和初期に建設された鉱山関連の産業遺産群（近

代化遺産）を活用した滞留型観光を推進しています。 

 

  ② 過疎の状況 

 

   ア 人口等の動向 

 

本町域の人口は、大正９年に実施された国勢調査では 17,097 人と当時では秋田市に次ぐ人

口を有していましたが、昭和 60年代の「小坂鉱山」の閉山といった経済的打撃により大きく減

少し、本町は人口減少等による「過疎市町村」となり、平成 27年の国勢調査では 5,339人と国

勢調査が開始された大正９年から約 69％もの減少率となっています。 

国勢調査が実施される５年間で比較すると、昭和 60 年から平成２年の人口減少率が一番高

く 17.4％となっていて、次いで昭和 45年から昭和 50年の 13.7％となっています。 

これは、昭和 60年代の鉱山の統廃合や閉山による要因が大きく、昭和 40年代後期の人口減

少も労働力の移転によるものと考えられ、本町を支えてきた主要産業である小坂鉱山等の動向

が人口の流出を大きく左右しています。 
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   イ これまでの過疎法に基づく対策 

 

  本町は、昭和 61年に過疎地域振興特別措置法による過疎地域の指定を受け、その後も過疎地

域活性化特別措置法及び過疎地域自立促進特別措置法に基づき、過疎対策として様々な取り組

みを行ってきました。 

  農業に関しては、複合経営による農業振興、収穫率の向上や担い手の参入を確保するため、

ほ場整備を主体として生産基盤の集積や拡大を進めてきたほか、バイオマスタウン構想に基づ

き農家の所得向上と資源循環を目指してきました。また、地場産業の振興として、施設整備や

観光と農業との連携による農産物の販売拡大を展開しました。 

  畜産に関しては、大規模養豚団地が第四期養豚団地まで拡大され、ＳＰＦ豚（特定病原菌を

持たない豚）としての銘柄定着と新たな雇用拡大が図られました。 

  商業に関しては、低利な融資制度により経営の維持に対して支援したほか、町内での購買力

向上を図るためにポイントカード事業に対して支援を行ってきました。 

  工業に関しては、本町の基幹産業であった非鉄金属鉱業が、小坂鉱山で培われた技術力を活

用した環境リサイクル産業へと移行し、その産業基盤の構築として基幹町道の整備や立地支援

等を行いました。また、中小企業に対しては、経営体質の強化を図るため、低利融資による支

援を行いました。 

  観光に関しては、明治の芝居小屋・康楽館を主体とした滞留型観光を目指し、小坂鉱山が残

した近代化産業遺産の小坂鉱山事務所の移築・復原、七滝エリアの道の駅周辺整備、明治百年

通りにぎわい創出事業による小坂鉄道レールパーク等の観光施設の整備により、魅力アップに

努めました。 

  また、令和６年度十和田湖の和井内エリアに新たに完成した十和田湖観光振興センター「道

の駅十和田湖」を活用し、町の観光情報発信や地場産品の販売等を通じ、都市と地域交流の促

進と地域資源を活用した産業振興の活性化を図ります。 

起業の促進に関しては、地域に内在する資源を有効活用し、農商工観の連携等により新たに

ビジネスを開始しようという取り組みを支援するとともに、起業・創業促進機能を持たせた貸

事務所として七滝活性化拠点センターを整備しました。 

  交通体系の整備については、基幹町道、公共施設と集落を結ぶ町道等の拡幅改良及び歩道設

置を行うとともに、老朽化が懸念される橋りょうの計画的な補修による長寿命化、冬期交通の

安全確保のための除雪機械の導入や融雪設備の整備を行いました。また、住民の公共交通の維

持・確保のため、町営バスの運行やバス路線の延伸、乗合タクシー運行を行いました。 

  情報通信に関しては、町内において通信事業者による光回線が整備されたことにより、高度

通信環境が整えられたほか、地上デジタル放送への完全移行に伴う難視聴地域の受信施設整備

に対して支援を行いました。また、防災情報伝達対策として、緊急告知ラジオを希望する全世

帯に配付しました。 

  生活環境に関しては、ごみ・し尿処理、消防・救急、砂子沢ダム建設に伴う上水道、計画に

沿った下水道等に重点を置き、整備を行いました。そのほか、特徴的な取り組みとして生ごみ

堆肥化促進事業を展開しました。 

  福祉に関しては、急激に進行している高齢化社会に対応するため、社会福祉法人施設整備に

対する支援のほか、やさしいまちづくりの拠点として小坂町福祉保健総合センターを整備し、

保健衛生、児童福祉、高齢者福祉、障がい者福祉などの連携環境を整えました。 

  医療に関しては、町内における医療環境の確保と医療水準の向上を目指して、町立歯科診療
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所の医療機器の更新とともに、医師確保として町内唯一の医療機関である民間診療所の医療機

器整備への支援、十和田湖地区での医療確保のための十和田湖診療所（青森県十和田市）の運

営に対する支援を行いました。また、鹿角地域の専門科医の医師確保に対しても支援を行いま

した。 

  教育に関しては、人口減少・少子化により児童生徒数が減少していることから、教育環境の

整備や再編を見据えた新総合教育エリア構想を策定し、小学校と中学校の教育施設を併設して

９年間を見通した教育カリキュラムの構築と教育施設の整備をするとともに、情報化社会に対

応する能力を高める教育を行うためのＩＣＴ環境の整備を行いました。また、各地区のコミュ

ニティセンターを建設したほか、社会教育施設や体育施設の環境整備を行いました。 

  地域文化に関しては、総合博物館「郷土館」の施設や展示施設の改修、歴史的建造物である

中小路の館の整備を行い、地域文化の学習機会の創出に努めました。 

 

   ウ 現在の課題と今後の見通し 

 

  本町は、これまでの過疎対策において、過疎地域における活力低下の解消と地域格差の是正

に取り組んできました。しかしながら、少子高齢化や若年層の流出により、特に生産年齢とな

る年代層が減少し、経済や財政基盤が低下してきている状況にあります。 

今後さらに予想される急激な人口減少に歯止めをかけるためには、特に若い世代の定住促進、

産業と地域活性化による雇用の場の確保、町民の安全・安心な暮らしの実現などに取り組む必

要があります。 

このことにより、出生率が回復し、社会減が抑制されれば、本町の人口は緩やかな減少で推

移していくものと予想されます。 

 

  ③ 産業構造の変化、地域の経済的な立地特性、県の総合計画等における位置付け等に配慮

した小坂町の社会経済的発展の方向の概要 

 

   ア 産業構造の変化 

 

    本町の就業人口の総数は、昭和 35年から平成 27年までの 55年間で 4,361人（64.6％）減少

しています。産業別に見ると、第一次産業、第二次産業の就業人口はそれぞれ 1,513人（88.3％）、

2,671 人（78.9％）と大幅に減少していますが、第三次産業は 177 人（10.7％）の減にとどま

っています。 

就業構造を見ると、明治初期から鉱山の町として栄えてきたことにより、昭和 35年の第二次 

産業就業人口は 50.1％を占めていましたが、昭和 60 年代の急激な円高や鉱量の枯渇等による

合理化等によって、平成２年には 45.0％、平成 17年には 34.5％、平成 27年には 29.8％と減

少が続いています。第一次産業も減少が続き、昭和 35年の 25.4％が平成 27年には 8.4％とな

り、農家所得の減少や担い手不足、農業従事者の高齢化が進行しています。 

 

   イ 地域の経済的な立地特性 

 

鉱山の町として栄えてきた本町は、昭和 60 年代の急激な円高や鉱量の枯渇等により鉱山の

統廃合や閉山が相次ぎ、本町の経済に大きな打撃を受けましたが、古くから培ってきた鉱山・
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製錬技術を活用し、環境リサイクル産業へ転換が図られ、資源循環型社会の構築を目指してい

ます。さらに、小坂鉱山が残した近代化産業遺産群を新たな観光資源として整備し産業観光へ

の活用に取り組んでいます。 

また、本町は高速交通体系に恵まれていて、東北縦貫自動車道と日本海沿岸東北自動車道が

本町内で連結されたことにより、関東圏から東北部への物流と日本海側からの物流が本町内で

交差するなど、高速交通網が集結する要衝となっています。 

 

   ウ 社会経済的発展の方向の概要 

 

    本町の基幹産業である環境リサイクル産業をはじめとして、地熱や水力などの自然エネルギ

ーの活用等資源循環型の社会づくりを進め、各産業の育成・支援を目指すほか、十和田湖を代

表とする豊かな自然環境や多様な農畜産物、近代化産業遺産等の様々な観光資源を活用し、交

流人口の増加やにぎわいの創出を図り、地域経済及び産業の活性化、産業間の連携による地域

活性化を図る必要があります。 

 

 

(2)  人口及び産業の推移と動向 

 

① 年齢階層別、男女別等から見た人口の推移と今後の見通し 

 

本町の人口の推移を見ると、昭和 35年以降減少の一途をたどっています。昭和 50年から平

成２年まではオイルショックによる経済不況、急激な円高や鉱量の枯渇等による度重なる鉱山

の合理化等により 30％以上の大幅な減少となっていますが、以降はやや鈍化傾向を示していま

す。 

 年齢階層別では、年少人口（0～14歳）は昭和 35年から令和２年にかけて 4,746人（93.1％）

の減少となっています。生産年齢人口（15～64 歳）についても昭和 35 年から減少を続け、令

和２年にかけて 7,469人（76.6％）の減となっています。このうち若年者人口（15～29歳）も

生産年齢人口に比例して減少が続いています。 

  一方、高齢者人口（65歳以上）は、増加傾向で推移し、平成２年には高齢化率が 20％を超え、

令和２年には 44.9％に達し超高齢社会に突入していますが、人数で見ると高齢者についても減

少が始まっています。 

  男女別に見ると、構成比はほぼ変わらず推移しています。 

  今後は、更に少子高齢化が進行し人口減少が進むことが予測され、国立社会保障・人口問題

研究所が実施した「日本の地域別将来推計人口（令和５年推計）」によると、2040年には 2,791

人と推計されています。本町の特徴として、10 代後半から 20 代前半の層で大きなマイナスが

続いており、進学や就職を機に多くの若者が町外へ出ていく傾向があります。 

一方で、20 代後半から 30 代前半にかけては、プラスに転じる時期もあり、一度町を出た後

に戻ってくる人や、他地域からの移住者の存在もみられます。 

高年齢層ではやや小さなマイナスが続き、全体としては「若年期に外へ出て、中年期以降は

一部が戻る」傾向が続いているとみられます。 

また、本町の出生率（合計特殊出生率）は、直近の期間（2019～2022）では 1.3前後となっ

ています。「人口規模は小さいが、子どもを産み育てる力自体は相対的に高い」という特徴があ
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りますが、女性人口そのものが減っているため、出生率が一定でも出生数は減少しやすい構造

にあることから、人口の定着や結婚・出産・子育ての支援を図る施策を重点に展開し、人口減

少を緩やかにする必要があります。 

令和８年（2026）３月に策定された小坂町人口ビジョンでは、種々の施策により合計特殊出

生率と純移動率を仮定値で設定し、令和 22年（2040年）に、「めざすべき将来人口」を 3,040

人としています。 

 

表 1－1(1) 人口の推移（国勢調査） 

 

 

 

 

参考：国立社会保障人口問題研究所推計人口（令和５年 12 月推計） 

 
昭和 55年 
（1980） 

昭和 60年 
（1985） 

平成 2年 
（1990） 

平成 7年 
（1995） 

平成 12年 
（2000） 

平成 17年 
（2005） 

平成 22年 
（2010） 

平成 27年 
（2015） 

令和 2年 
（2020） 

15歳未満人口 2,087 1,601 1,151 1,014 862 796 610 477 354 

15～64歳人口 7,159 6,698 5,230 4,814 4,226 3,779 3,235 2,634 2,281 

65歳以上人口 1,280 1,429 1,654 1,875 2,080 2,249 2,209 2,228 2,145 

総人口 10,526 9,728 8,035 7,703 7,171 6,824 6,054 5,339 4,780 

 

 
令和 7年 
（2025） 

令和 12年 
（2030） 

令和 17年 
（2035） 

令和 22年 
（2040） 

令和 27年 
（2045） 

令和 32年 
（2050） 

令和 37年 
（2055） 

令和 42年 
（2060） 

 

15歳未満人口 266 217 173 149 125 99 75 57  

15～64歳人口 1,963 1,634 1,348 1,095 907 749 643 532  

65歳以上人口 1,980 1,844 1,700 1,547 1,381 1,212 1,020 861  

総人口 4,209 3,695 3,222 2,791 2,412 2,060 1,738 1,450  

※年齢不詳の存在により、年齢3区分の人口を足し合わせても総人口に一致しない場合があります。 

資料：昭和 55年～令和 2年国勢調査・令和 7年以降は社人研（令和 5年 12月推計）を準拠 
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表 1－1(2) 人口の見通し（小坂町人口ビジョン） 

 

 

めざすべき将来人口 各推計の比較（総人口）（2015年～2060年） 

 

 

② 産業構造、各産業別の現況と今後の動向等 

 

  産業別人口比率を見ると、令和２年の国勢調査では第一次産業が 7.6％、第二次産業が 31.6％、

第三次産業が 60.8％といった就業人口比率となっており、本町の基幹産業が第三次産業へ移り

変わってきています。 

  第一次産業は昭和 35年以降減少が続き、令和２年には 167人となり､この期間中、就業者は

10分の１以下にまで激減しました。令和４年までの米価の低迷、農業関連資材費等の高騰、農

業従事者の高齢化や後継者不足により農地の集積や法人化等が加速し、個人事業主としての農

業離れが進行することが懸念されています。 
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 第二次産業は鉱業、建設業に支えられてきており、昭和 40 年には鉱業の就業人口比率が

33.4％と３分の１を占めていましたが、昭和 60 年代の急激な円高や鉱量の枯渇等による合理

化等で採掘を終了し、鉱業から製錬という製造業へ転換したことにより、平成２年には製造業

が 30.3％を占めるという逆転現象となりました。また、企業誘致を図り雇用の創出に取り組ん

でいますが、景気低迷の影響を受けて、特に建設業の就業者数の減が顕著となっています。 

  第三次産業の就業人口は増減を繰り返しながら、やや減少してきています。就業人口比率を

見ると昭和 35年は 24.6％であったものが、令和２年には 60.8％と就業人口の６割を超えてい

ます。本町は豊かな自然や小坂鉱山が残した近代化産業遺産の観光資源に恵まれ、滞留型観光

の推進によって、この分野での雇用の創出が見込まれます。 

  本町の就業構造の特徴の一つとして、令和２年年国勢調査において昼間人口比率が 109.4％

と多く、県内の中でも２番目の高さとなっていて、町外からの就業者が多くなっています。 

 

表 1－1(3) 産業別人口の動向（国勢調査） 

 

 

 

(3)   行財政の状況 

 

① 行政の状況 

 

本町は、昭和 30年４月に小坂町と七滝村が合併して新小坂町が誕生し、地域内に存在する豊

富な資源の開発と国立公園十和田湖をはじめとする観光施設等の整備による誘客を図り、産業

の振興発展を目指して、まちづくりを進めてきました。 

   平成 14年には、国の「経済財政運営と構造改革に関する基本方針」などにより市町村合併が

促され、本町も地方自治体の基盤強化の方策として、市町村合併について検討を重ねました。

その結果、住民が身近な環境の中で自主的に意欲を持って生活できる環境をつくりあげること

が本来の地方自治の姿と判断し、現時点では合併しないことを選択しました。しかしながら、 

国の地方分権と三位一体改革という更なる改革推進により、本町の行財政運営は更に厳しい状

況に直面すると考えられたことから、平成 16年度に「小坂町まちづくり推進計画」を策定し、

行財政改革や事務事業の見直し、町民参加による協働のまちづくりについて目標を定め、行政

経費の削減と事務事業の効率化等の行政のスリム化に取り組みました。 

  現在は、令和３年度からスタートしている第６次小坂町総合計画で示したまちの姿「ひとと
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自然と文化を未来につなぐ魅力あふれるまち」を目指し、様々な文化や歴史に育まれた小坂町

の“ひとの個性”と、十和田湖の自然、鉱山文化や康楽館といった近代化産業遺産群、環境へ

の取り組みといった“まちの魅力”を輝かせ、人びとの交流と地域の産業を未来へつなぐため

のまちづくりを進めています。 

  また、平成 26年７月には空き校舎を利用し、分散していた役場機能の集約を図り、住民サー

ビスと行政効果の向上を目指して、役場庁舎の移転整備を行っています。 

 広域行政については、平成６年６月に鹿角市とともに鹿角広域行政組合を設立し、常備消防

及び救急、ごみ処理、し尿処理、斎場等広域的な取り組みが必要とされる行政サービスの安定

かつ効率的提供に努めています。そのほか、共同中心市である青森県十和田市及び三沢市と広

域連携している上十三・十和田湖広域定住自立圏及び大館圏域定住自立圏構想に基づき、広域

圏での共通課題解決に向けて取り組んでいます。 

 

② 財政の状況 

 

本町の普通会計の財政状況は、表 1-2(1)のとおりです。 

歳入総額における一般財源で大きな割合を占めているのは地方交付税で、歳入全体に占める 

割合は、平成 22年度で 44.6％、平成 27年度で 45.1％、令和２年度は 36.63％と低下したもの

の、なお大きく依存しています。一方、町税は平成 22年度で 14.1％、平成 27年度で 15.1％、

令和２年度で 15.3％となっており、企業からの税収である法人町民税に大きく左右される状況

となっています。 

  歳出においては、人件費は近年まで同程度で推移してきましたが、再任用制度や会計年度任

用職員制度といった雇用体系の変化による増加が見込まれます。特に会計年度任用職員につい

ては、一時金の段階的引き上げが必要となることから、今後も上昇が見込まれます。 

  物件費は減少傾向でありましたが、消費税率が改定となったことや、小坂鉄道レールパーク、

七滝活性化拠点センター等の新たな施設整備を行ったことに伴って管理経費などが増加傾向に

あります。 

  投資的経費については、公共施設の老朽化から大規模改修などが必要となってきており、計

画的な改修計画などにより事業費の平準化が必要となってきています。十和田湖和井内エリア

整備事業などの新たな施設整備が完了しましたが、中央地区福祉エリア整備事業及び高齢者住

宅整備事業が予定されており、引き続き事業費の適正化や地方債残高の抑制に努める必要があ

ります。 

各種財政指標を見ると、令和２年度決算に基づく健全化判断比率では、実質赤字比率と連結

実質赤字比率は全ての会計に係る実質収支が黒字であることから｢該当なし｣となっています。 

また、公債費に充当された一般財源の割合を示す実質公債費比率は 16.0％で、早期健全化判

断基準である 25％を下回っています。将来にわたる財政負担の指標となる将来負担比率は

82.0％で、早期健全化判断基準である 350％を下回っていて、財政の健全性は確保されていま

すが、増加傾向にあり今後注意していく必要があります。 

一方、人件費や扶助費、公債費など経常的に支出される経費に地方税や普通交付税などの一

般財源をどれくらい充当しているかを示した財政の健全性を判断する経常収支比率は、令和２

年度で 89.3％と高水準にあり、財政の硬直化に留意しなければなりません。地方債残高は普通

建設事業の抑制により平成 27 年度をピークに減少に転じていますが、新たな事業が予定され

ていることから再び増加に転じることが懸念されます。 
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  さらに、今後も増加すると予想される少子高齢化に対する地域福祉における財政需要、地域 

経済の活性化に向けた基盤整備、今後の社会資本の維持管理とともに、廃止となった施設の除

却費用、公営企業への繰出金など財政需要の増大が見込まれることから、過疎対策に関する財

政上の方針として徹底した支出の効率化と抑制を進め、限られた財源の重点的かつ効率的な配

分に努め、将来にわたる財源の充実確保を図っていく必要があります。 

   

 

 

表 1－2(1) 市町村財政の状況                       （単位：千円） 

 

 

③ 施設整備水準等の現況と動向 

 

  町民生活と関わりの深い道路については、国・県道等の基幹道路は交通安全対策や融雪歩道 

の設置など、安全な交通確保のため順次整備が進められています。町道などの整備は改良率・ 

舗装率とも改善はされてきていますが、まだ十分とは言えず、生活道路としての地域内道路の 

整備が必要です。また、安全と公共性を確保した生活交通網や冬期交通を確保するため、計画 

的・体系的な道路整備が求められます。 

  生活環境においては、平成 22 年度の砂子沢ダムの完成により、安定的な水道の供給が実現

し、下水道区域の拡大とともに普及率も着実に上昇しています。また、水洗化率も平成 10年４

月の公共下水道の一部供用開始を受け、着実に上昇しています。今後も、住宅リフォーム支援
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事業などの補助制度を活用し、下水道接続率が向上する見込みでありますが、今後増大する財

政需要に対して、財政バランスの確保が必要となってきます。 

  医療機関に関しては、民間の診療所、町立と民間の歯科診療所の医療環境であり、十和田湖

地区においては隣接する青森県十和田市の診療所に委ねている状況です。高度で総合的な医療

の確保としては、広域圏での高度医療機関の維持整備に対して支援しています。 

  教育関連施設については、新総合教育エリア構想に基づき、小中一貫教育の推進や少子化に

対応した整備を行い、現在は小学校１校、中学校１校となっています。 

 

 

表 1－2(2) 主要公共施設等の整備状況 

 

 

(4)   地域の持続的発展の基本方針 

 

本町は鉱山の町として栄え、全国に誇るべき十和田湖と、多くの鉱山関連の歴史を刻む近代

化産業遺産群、豊かな自然や緑に囲まれた町です。こういった恵まれた環境にありながらも、

昭和 60年代の鉱山の統廃合や閉山に伴い、経済的に大きな打撃を受け、人口減少、少子化、高

齢化が加速し、経済の低迷が続いています。 

このような状況において本町は、「小坂町過疎地域振興計画（昭和 61 年度～平成元年度）」、 

「小坂町過疎地域活性化計画（平成２年度～平成 11年度）」、「小坂町過疎地域自立促進計画（平

成 12年度～平成 21年度）」、「小坂町過疎地域自立促進計画（平成 22年度～令和２年度）」、「小

坂町過疎地域持続的発展計画（令和３年～令和７年度）」を策定し、過疎地域における活力低下

の解消と地域格差の是正に取り組んできました。 

「小坂町過疎地域振興計画」では、高齢化社会に対応した人口定住化の確立、地域産業の振 

興と観光開発、新規地場産業の育成と企業誘致、計画的な都市機能の整備、生活環境の整備と

安全で快適なまちづくり、を基本方針として、小坂町交流センター「セパーム」や集落を結ぶ

町道を主体に整備を進めてきました。 

「小坂町過疎地域活性化計画」では、未利用地を活用した農林業の振興、小坂インターチェ 

ンジ及び秋田県金属鉱業研修技術センターを活用した鉱工業及び観光産業の振興、高齢化社会

に対応した福祉の確立、を基本方針として、県営農用地の開発や農道等の整備、（一社）秋田県
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資源技術開発機構への出えん、七滝エリア緑地等の整備、小坂鉱山事務所の移築・復原、町道

停車場線や国際交流広場の整備、小坂町福祉保健総合センターや七滝コミュニティセンターの

建設、簡易水道や町道の整備など、農業に対する基盤整備、鉱工業の振興のための体制整備、

町民の福祉や生活を快適にするための施設整備を進めてきました。 

「小坂町過疎地域自立促進計画」では、「小坂町総合計画～エコライフ・プラン 21～」にお 

ける将来像の実現を目指して、魅力あふれる地域イメージの形成、心豊かな社会の実現、安定

した生活実現を目指す地域産業の育成、地域発展の基盤整備、清らかで暮らしやすい生活環境

づくり、希望と生きがいの社会づくり、を基本方針として、小坂鉱山事務所の移築・復原、産 

業関連道路の整備、高度情報基盤の整備、医療機器や高規格救急車両等の導入、老人憩の家や

コミュニティセンターの整備、簡易水道や町道の整備といった、現在の観光交流基盤の構築、

産業基盤の整備、住民福祉の向上のための施設整備などを行ってきました。 

 平成 22年度からの「小坂町過疎地域自立促進計画」では、地域の資源と特徴を最大限に生か

した地域産業づくり、住民を主体とした活力あるまちづくり、すこやかで快適な住環境づくり、 

を基本方針として、農地基盤整備、七滝産地直売所建設、農産物加工施設整備、明治百年通り 

にぎわい創出事業による施設整備及びソフト事業、町道整備や橋りょう補修、緊急告知ラジオ 

導入、老人憩の家やコミュニティセンターの整備、医療機関への支援、小坂小学校大規模改修

や小坂中学校移転新築、社会教育及び体育施設整備、定住促進住宅建設といった、にぎわい創

出と交流空間の整備、教育や医療の充実、住民福祉の向上のための施設整備、空き公共施設の

活用による地域の活性化拠点施設整備を行いました。 

 「小坂町過疎地域持続的発展計画」では、第６次小坂町総合計画で示したまちの姿「ひとと

自然と文化を未来につなぐ魅力あふれるまち」を目指し、「安全・安心な暮らし・地域づくり」、

「次世代の人づくり・移住定住促進」「地元産業間の連携・地域活性化」を３つの重点プロジェ

クトとして、十和田湖観光振興センター（道の駅十和田湖）整備、社会教育及び体育施設改修、

空き家の利活用、移住・就業支援、小中学校ＩＣＴ環境整備、保育料軽減、医療機関の医師確

保対策、子どもへの医療費助成など地域の魅力を活かした人口減少社会に対応する取り組みを

行いました。 

また、「小坂町公共施設等総合管理計画」に基づき、財政負担の軽減・平準化及び公共施設等

の最適な配置と長寿命化を実現するために、旧川上公民館の解体、交流センター・向陽体育館

の改修、町道整備や橋りょう補修を行いました。 

 しかしながら、いまだ人口の減少には歯止めがかからず、生産可能年齢の流出及び本格的な

少子高齢化の進行により、本町を取り巻く状況は依然として厳しい状況にあることから、継続

的に更なる過疎対策が必要です。 

  全国的にも人口減少、少子高齢化の状況の中で、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別

措置法の目的である「人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是

正並びに美しく風格ある国土の形成」を実現するためには、本町が持つ資源や文化を最大限に

活用するとともに、住民を主体とした地域活力の高まりとそれを支える機能の整備が必要とな

っています。 

  このことから、人口減少の抑制策、少子高齢化に対応した地域づくりが急務であり、特に若

い世代の定住促進、産業と地域活性化による雇用の場の確保、町民の安全・安心な暮らしの実

現などの取り組みを進めるものです。 

  なお、持続的発展に向けた「持続可能な地域社会の形成」及び「地域資源等を活用した地域

活力の更なる向上」の推進については、総合計画と合わせて総合的な進行管理を行い、点検・
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評価を通じて計画内容の精査と適切な見直しを図り、町民などからの意見も踏まえながら、町

民目線に立ち、効果的な事業展開に努めます。 

 

 

(5)  地域の持続的発展のための基本目標 

 

具体的な持続的発展に向けた「持続可能な地域社会の形成」及び「地域資源等を活用した地

域活力の更なる向上」については次のとおり推進します。 

 

①誰もがいきいきと暮らす環境づくり 

 

急速な人口減少と高齢化に対応するため、妊娠期から子育て期にかけて切れ目のない支援体

制を維持・強化し、結婚や出産を希望する若者が経済的な不安を抱くことのないよう支援しま

す。 

また、生活に必要な福祉機能を中心地に集約する「コンパクトなまちづくり」を推進し、誰

もが安心して暮らせる生活環境を構築します。 

教育においては、子どもたちが町の未来を担う人材として育つよう、地域愛着の醸成を核

とした必要な取り組みを進めます。 

 

②高付加価値な産業と持続的な経済の創造 

 

働く場がないという若年層の不満を解消するため、企業誘致や創業支援を強化します。 

また、町の基幹産業（農林業、リサイクル産業）の競争力を強化し、地域資源を最大限に活

用した高付加価値型の産業（GX関連含む）を創出することで、地域の「稼ぐ力」を高めます。 

 

③関係人口を核としたにぎわいと人の流れの創出 

 

本町の持つ歴史的・自然的資源に磨きをかけ、県内外に広く PRします。 

また、町内企業寮の整備と連携し、昼間人口の定住を促すことで、夜間のにぎわいや活力を

回復させます。 

さらに、関係人口の創出・拡大を図ることで、町内外から町を支え、応援してくれる関係性

を築きます。 

 

④新技術で暮らしを豊かにする地域づくり 

 

ＩＣＴなどの新技術を積極的に活用し、交通利便性の確保などの地域課題の解決と、行政サ

ービスの効率化・質の向上を図ります。 

また、国が推進するＧＸ（グリーン・トランスフォーメーション）と連携し、脱炭素社会の

実現を通じて地域の魅力向上をめざします。 

 

⑤自ら考え行動する地域経営 
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人口減少社会に適応するため、限りある資源（財力、人口）を有効活用した持続可能な行財

政運営をめざします。 

また、協働（共助）の考え方に基づき、冬期間の安全確保や災害への備えといった地域課題

の解決に、町民、事業者、行政が主体的に取り組みます。 

 

⑥ 人口に関する目標 

 

日本では、平成 20年（2008）をピークに人口が減少局面に入り、平成 30年（2018）には高

齢化率が 28.1％と過去最高を記録し、世界的に見ても空前の速度と規模で高齢化が進行してお

り、年間出生者数についても減少が続いています。平成 28年（2016）に策定した小坂町人口ビ

ジョンでは、令和 22年（2040）に 3,586人を「めざすべき将来人口」としており、第５次小坂

町総合計画後期基本計画及び第 1 期の地方版総合戦略である小坂町まち・ひと・しごと創生総

合戦略により様々な人口減少対策に取り組んできました。 

令和８年３月に平成 28年（2016）に策定した現行の人口ビジョンを、平成 27年（2015）以

降の人口動態や令和２年（2020）の国勢調査の結果、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社

人研」とします。）がまとめた推計（令和５年 12 月推計）をもとに改訂し、新たに中長期的な

人口推移が与える社会的・経済的な影響について、近年の状況を分析し、今後の地域社会の活

性化に向けた将来展望及び方向性を示しています。 

第６次小坂町総合計画後期計画では、総合計画前期基本計画及び小坂町まち・ひと・しごと

創生総合戦略による地方創生の取り組みを継承・発展させつつ、直面する現実から目をそらす

ことなく、小坂町が持つ全ての力を結集して人口減少のペース緩和に取り組み、令和 22年（2040

年）に 3,040人維持することを目標としています。 

 

表１－３（１）           国立社会保障人口問題研究所準拠・人口ビジョンの推計値 

 
平成 27年 
（2015） 

令和 2年 
（2020） 

令和 7年 
（2025） 

令和 12年 
（2030） 

令和 17年 
（2035） 

令和 22年 
（2040） 

令和 27年 
（2045） 

社人研準拠 5,339 4,780 4,209 3,695 3,222 2,791 2,412 

人口ビジョン 5,339 4,780 4,280 3,828 3,415 3,040 2,709 

 

自然増減に関しては、出生について、に国民の希望出生率 1.83を達成、以降数値を維持、死

亡については国立社会保障人口問題研究所の仮定値としています。 

また、社会増減に関しては、純移動率を令和８年（2026）から令和 17年（2035）にかけて概

ね２分の１ずつ縮小させ、令和 27年（2045）以降は、転入、転出が均衡し人口移動がないもの

と仮定しています。 

 

 

⑦ 財政力に関する目標、その他地域の実情の応じた目標 

 

収入面では、行政経常収入に占める地方交付税の割合が類似団体平均と比較すると高く、支出

面でも公共施設が多いことや除雪費の影響から維持補修費が類似団体平均より高くなっています。

また、公共施設等の維持更新等に多額の費用を要すると見込まれることから、財源不足が危ぶま

れています。このような状況の中、国立公園十和田湖、近代化産業遺産群のほか、小坂七滝ワイ
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ナリーを活用したグリーン・ツーリズムなどによる観光振興を中心に、地域連携ＤＭＯ「秋田犬

ツーリズム」、「かづのＤＭＯ」、上十三・十和田湖広域定住自立圏や大館圏域定住自立圏への参画

など、近隣自治体との広域連携を通じた交流人口及び関係人口の拡大などに取り組んでいます。 

今後は、見込まれている公共施設等の維持更新経費の増加などに留意したうえで、各種施策の

取り組みを通じて収入を確保し、将来にわたって財政の健全性を維持していくことを目標に、令

和 12年度までの実質公債費比率を 10％以下とします。 

他方、まちづくりアンケートによる町民ニーズの把握も重要な取り組みとして継続していきま

す。まちづくりを進めるための指針となる総合計画の策定に合わせて、まちづくり委員会の開催

や無作為抽出によるアンケートを実施し、その回答結果を分析してまちづくりに生かします。町

民が求めていることや不安に感じていることを把握し、町民の満足度・幸福度を向上させ、町民

が暮らしやすいまちづくりを目指します。 

 

(6)  計画の達成状況の評価に関する事項 

 

当計画で定めた主要施策を実現するため、各施策の実行状況について定期的な分析・評価を

行い、ＰＤＣＡサイクルによる評価結果を踏まえて見直しを行います。 

 

① 評価時期：毎年度 

 

② 評価手法：第６次小坂町総合計画後期基本計画及び第３期総合戦略で記した事業の目標

値及び指標の達成状況と合わせて実施し、議会への報告並びに町ホームペー

ジで公表 

 

(7)  計画期間 

 

計画期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５か年間とします。 

 

(8)  公共施設等総合管理計画との整合 

 

① 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

 

 公共施設等の整備については、以下の公共施設等の管理に関する基本的な考え方に基づき計

画的に実施していきます。 

 

ア 公共施設の管理 

 

これまでは予防保全・長寿命化を中心とする取り組みであり、費用平準化で一定の効果は期

待できるものの、更新問題（財源不足）を解決するまでの効果は期待できないため、マネジメ

ント（管理）の基本方針を、町の「公共施設再編成の基本方針」を継承する「総量の削減」「既

存施設の有効活用」「効果的・効率的な管理運営」とし、総量削減を最優先に考え、そのうえで

予防保全・長寿命化などの様々な取り組みを計画的に推進します。 
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  【基本方針 １】 総量の削減 

   推計結果によると、今後 40年間で要する更新費用は 638.2億円、1年あたりでは 16.0億

円となっています。さらに、今後の生産年齢人口の減少による税収減等により、これまでと

同水準の投資的経費を維持することさえ難しいことが予想されます。 

   このため、効果的・効率的な管理運営や長寿命化の取り組みを推進することで所要財源を

圧縮しつつ、公共施設の削減幅を抑制し、令和 27（2045）年度までに公共施設の延床面積 20％

程度削減を目指します。 

 

【基本方針 ２】 既存施設の有効活用 

 公共施設の設置場所や利用時間及び物理的・構造的な面から、稼働率が低いまたは維持管

理コストが高い公共施設に対しては、これまでの利用形態及び運営形態の改善、新たな行政

需要への対応などを踏まえた他用途への転用など、既存施設の柔軟な有効活用を推進します。 

 

【基本方針 ３】 効果的・効率的な管理運営 

 ファシリティマネジメント（モノの最適化を図る管理手法）の取り組みを強化するととも

に、町民ニーズの動向把握に努め、公共施設の運営を再生可能エネルギー、省エネルギー機

器等を活用して効率的な管理運営に改善し、町民ニーズの充足度を高めます。 

また、必要性の高い公共サービスを提供する公共施設は、災害発生時にも重要な役割を担う

ことが考えられるため、防災機能の強化を図ります。 

 

イ インフラ（社会基盤）施設の管理 

 

インフラ施設は、町民生活や経済活動を支える重要な施設であり、必要なインフラ施設とし

ての機能を維持していくため、厳しい財政状況の中であっても、施設の縮減や廃止は現実的で

ないため、「規模」、「質」、「コスト」の観点から、マネジメントの基本方針を「社会経済情勢の

変化や町民ニーズに応じた最適化」、「安全・安心の確保」、「中長期的なコスト管理」とします。 

社会経済情勢の変化等による利用需要に応じた最適な施設の総量・配置を推進するとともに、

ライフサイクルコスト（生涯総費用）の縮減を図るために、安全性を確保したうえで、業務の

見直しによる管理費の縮減や、所定の機能を維持しながら施設の長寿命化を実現します。 

 

【基本方針１】社会経済情勢の変化や町民ニーズに応じた最適化 

今後の人口減少による利用需要の変化や、社会経済情勢の変化により、インフラ施設に求

められる役割や機能、規模も変化していくものと考えられます。 

そのため、老朽化対策の検討に際しては、防災機能の強化やユニバーサルデザイン（全て

の人にやさしい機能）の導入など、社会の要請に応じた機能への対応のほか、町民ニーズや

利用需要に基づき、インフラ施設の適正な規模と配置を図ります。 

 

【基本方針２】安全・安心の確保 

インフラ施設は、町民生活や経済活動を支える基盤であり、施設の安全性や信頼性の確保

は非常に重要となっています。 

そのため、予防保全型の維持管理を導入し、計画的な点検・修繕や定期的な大規模改修を
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行い、事故や突発的な不具合を未然に防止することで、施設の安全性を確保し、機能を長く

良好な状態を保持させます。 

 

【基本方針３】中長期的なコスト管理 

厳しい財政状況下で必要なインフラ施設の機能を維持していくためには、中長期的なライ

フサイクルコストの縮減や、予算計画を立てやすくするための費用負担の平準化を図る必要

があります。 

そのためには、計画的な予防保全を行い施設の長寿命化を図ることで維持管理・更新等の

ライフサイクルコストを縮減するとともに、将来の修繕工事を計画的に分散させることによ

り費用負担の平準化を図ります。 

 

② 当該計画における考え方との整合性 

 

当計画に登載される公共施設等の整備事業は、公共施設等総合管理計画の施設分類ごとの管

理方針に基づき、整合性を図りながら計画的に実施することから、公共施設等総合管理計画に

適合しています。 

 

 

 

２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

 

 ① 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成の方針 

 

多くの自治体で人口の減少が進む中、定住人口が減少傾向にある本町の現状に歯止めをかけ

ていくためにも、町外から「ひと」を呼び込むための取り組みが求められています。そこで現

在本町に暮らす、あるいは新たに流入してくる若い世代を中心に、これからも住み続けてもら

うことを目的とした移住・定住へのアプローチや総合的な支援を推進します。 

また、地域や関係機関等と連携を図りながら、移住希望者が希望を持って移り住めるよう、

きめ細かな支援体制を構築することで人口減少に歯止めをかけ、本町への新しい人の流れを創

り出します。 

   

② 多様な人材の確保に資する移住及び定住の促進 

 

  地域おこし協力隊による移住・定住相談窓口を設置し、移住・定住に関するあらゆる情報を

総合的に管理・提供し、町外へのＰＲ活動を積極的に行います。また、移住体験ツアーなどの

助成を活用し、本町の生活や雰囲気を実際に体感することにより、移住前の不安軽減を図りま

す。 

その他、民間活力を活用して建築された賃貸住宅に入居を促し、就労者の町内定着を図るほ

か、空き家の取得や住宅を新規に取得する場合及びリフォームする場合には各種補助金や減免

制度を活用し、移住・定住者の不安や負担を少なくする支援の充実を図ります。 
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  ③ 地域間交流の促進 

 

移住・定住施策に関しては、圏域での取り組みが重要であり、町単独での取り組みだけでは

得られない効果が多分にあることから、上十三・十和田湖広域定住自立圏及び大館圏域定住自

立圏等圏域内外でのネットワークを強化し、結婚活動支援事業や移住・定住の各種事業を展開

し、交流人口の拡大及び人口減少の抑制を図ります。 

 

④ 地域社会の担い手となる人材の育成 

 

町内で安心して子どもを産み育てることができるよう、子育てに係る様々な不安を取り除く

ための切れ目のない支援環境を整え、子育て世代や子どもたちをやさしく支える次世代の人づ

くりを進めます。 

町への愛着を向上させる取り組みとして、小中学校の授業の中や生涯学習において、ふるさ

と学習のカリキュラムを設け、郷土の歴史や自然、文化や郷土芸能などを学習し、故郷を理解

し誇りを持てる人を増やすとともに、故郷が一生を通じて心の支えとなるよう支援の充実を図

るとともに、小中一貫教育の充実を図り、国際理解教育を推進し、グローバルな人材育成及び

将来にわたり地域の担い手となる人材育成を推進します。 

 

  ⑤ 過疎地域の持続的発展に係る関係者間の連携及び協力の確保 

 

近隣市や県を超えた連携により、行政課題の把握及び解決に努め、効率的、機能的な行政運

営を推進し、定住自立圏の圏域市町村とともに未来へ向けたビジョンを共有し人口減少の抑制

を目指します。本町では、青森県上十三地域と本町の 10市町村で上十三・十和田湖広域定住自

立圏を形成し、また秋田県内の隣接する大館市を中心市とした大館圏域定住自立圏が形成され、

それぞれが定住自立圏共生ビジョンにより「生活機能の強化」「結びつきやネットワークの強化」

「マネジメント能力の強化」を行い、圏域内での移住・定住人口の増加及び交流人口の増加、

人口減少の抑制を目指します。 

地域間交流については、地域活性化と持続的発展のため町の魅力を発信するとともに、国立

公園の十和田湖や明治からの鉱山関連施設が建ち並ぶ近代化産業遺産群の地域資源と特徴ある

農業が連携し、グリーン・ツーリズム等を通じた交流の推進を図ります。 

また、ごみ・し尿の処理、消防業務等の行政サービスを一部事務組合である鹿角広域行政組

合において共同処理を行っています。その他、県内の 12町村が加入する秋田県町村電算システ

ム共同事業組合のシステム共同化により、システム導入や改修による財政負担の軽減を図りま

す。 

 

(1) 現況と問題点 

 

① 多様な人材の確保に資する移住及び定住の促進 

 

町内の空き家や空き地の情報を登録し、定住希望者等へ紹介しています。空き家バンクへの

問い合わせ件数は年々増加傾向にあり、また、新築住宅及び空き家を対象とした移住・定住促

進関係の助成についても認知度が高まり利用が進んでいますが、一方で人口減少とともに町内
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全域で空き家が増加傾向であり、空き家の有効活用施策と併せて放置され老朽化による倒壊の

危険性がある空き家への適正な管理指導が必要となっています。 

  町では、平成 26年度、平成 29年度に定住促進住宅の整備を行うなど、移住・定住の住環境

づくりを推進していますが、町分譲地の残り区画は特別価格を提示しても購入希望者がいない

状況です。より移住・定住者のニーズにマッチした住環境整備が求められていることから、平

成 30年度に移住・定住総合支援窓口を設置し、移住・定住相談窓口の一本化を行うなどの対策

を行ってきました。令和元年度に地域おこし協力隊が移住コンシェルジュ（世話人）として着

任し、首都圏のマッチングイベントやＳＮＳ（会員制交流サイト）を活用した移住・定住の相

談業務等の対応を専任で行うなど対策の強化を図っており、また、令和４年度には民間活力を

活用して、リース借り上げ方式による定住化促進住宅の整備が行われました。 

こうした中、令和６年度に行われたまちづくりアンケートでは、人口減少社会においての重

要な取り組みとして、「働く機会の確保、新たな仕事を創出する取り組み」と「子どもを産み育

てやすい環境の整備」が上位項目となっており、人口減少に歯止めをかけ、持続可能なまちづ

くりを実現させるためには、若い世代はもとより、幅広い世代が定住するために必要な雇用創

出と子育て世代への支援が必要となっています。 

また、同アンケートの「まちの暮らしやすさ、定住意向」では、６割が「暮らしやすい・ど

ちらかといえば暮らしやすい」、７割が「ずっと住む、転出の意向なし」との結果が出ており、

町民にとっては住み続けたいという結果になっており、今後も移住者に対する取り組みだけで

はなく、現在町に住んでいる町民が安心して住み続けられる定住の取り組みも必要となってい

ます。 

 

図表２ まちづくりアンケート 

 暮らしやすさ 

 
 

 

図表３ まちづくりアンケート 

定住意向 
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図表４ まちづくりアンケート 

住み続けたい・転出したい理由（上位 3位） 

 第 1位 第 2位 第 3位 

住み続けたい理由 

（回答数：324人） 
自然環境に恵まれている 

（26.5％） 

両親や親戚が町内に住んでいる 

（25.3％） 

治安がよい 

（24.4％） 

転出したい理由 

（回答数：101人） 
買い物や生活に不便

（64.4％） 

交通の便が悪い、通勤・通学に不便 

（42.6％） 

仕事・学校・家庭の事情 

（27.7％） 

 

 

図表５ まちづくりアンケート 

人口減少社会における取り組みとして重要なこと 

 

 

② 地域間交流の促進 

 

移住・定住の対策事業として、上十三・十和田湖広域定住自立圏及び大館圏域定住自立圏と

の協定により情報の発信・ＰＲ事業及び圏域内に存在する観光資源の魅力を生かした広域的な

観光ルートを設定しての情報発信、十和田湖観光誘客事業による観光客等の交流人口の拡大等

に取り組んでいます。 

また、圏域の事業として、保育所に関する連携や教育事務の委託等により子育て体制におい

ても連携を図り、地域間の交流の促進が期待されます。町単独での活動と併せ、圏域での取り

組みを進めていくことにより、地域全体の魅力やイベント情報等の発信等の事業効果が期待さ

れ、地域間交流の促進につながります。 

移住・定住に関するイベント情報の発信等は、引き続き機を逸せず事業の展開を図る必要が

あります。結婚活動支援事業や移住・定住の各種イベント開催時は多くの方に参加していただ

けるような取り組みも必要です。 
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③ 地域社会の担い手となる人材の育成 

 

出生数は年々減少し、依然として少子化の流れに歯止めがかからない状況にあり、子育てに

希望を持てる環境づくりが課題となっています。また、核家族化や地域のつながりが希薄にな

り、子育てに不安を抱く家庭が増加してきていることから、「小坂町こども計画」に基づき各種

事業の展開を図っていく必要があります。 

本町はこれまで、結婚を希望する独身者の出会いや交流の促進に向けて県が実施しているあ

きた結婚支援センターへの登録に対し助成を行う「結婚活動支援事業」、新婚世帯の生活にかか

る費用（住宅建築、引っ越し費用、住宅賃貸借費用）に対し支援を行う「結婚新生活支援事業」

や、「妊産婦への医療費助成」、「出産お祝い事業」、在宅で育児を行う世帯への支援を行い、世

帯の経済的負担を軽減する「在宅育児支援事業」、「不妊治療費助成」、「保育料無償化事業」、

「安心な保育への支援」、「学校給食事業」、「すこやか育児手当事業」、「高校生までの医療費全

額助成」、「奨学金返還への助成」などを重層的に実施しており、今後も継続した取り組みが必

要となっています。 

社会構造や雇用環境が急速に変化する中で、学校等で学習する内容、育まれる資質や能力が

社会に出てから生かせるよう、教育活動の一層の充実を図る必要があります。本町では、平成

25 年度から小中一貫教育を開始し、９年間を見通した計画的かつ継続的な教育課程を編成し、

域の特色を生かした教育に取り組んでいます。 

また、地域の一員として地域を支え、地域で活躍できる人材の育成に向けて、郷土愛や社会

に貢献しようとする意識を高めるとともに、グローバルな人材育成を図るため、外国語指導助

手（ＡＬＴ）の招致による英語教育の強化や地域と連携した教育活動及び生涯学習等の取り組

みの充実を図っていく必要があります。 

 

④ 過疎地域の持続的発展に係る関係者間の連携及び協力の確保、広域行政・広域連携 

      

圏域外からの移住者の増加や、圏域内における成婚の促進による定住人口の増加を図るため、

各地域の魅力や特色、圏域のつながりによるメリットを広くＰＲする等、移住や交流に関する

取り組みを圏域全体で進めていくことが求められています。 

地域間交流については、高齢化が進む農村集落では、活力の低下や連帯感と互助精神が薄れ

つつあり、こういった状況を解決するためには、交流機会の創出によって新たな活力を流入さ

せることが必要です。 

   資源循環型農業及び観光施設との連携によるグリーン・ツーリズム等による農村交流等の実

施についても検討が必要です。 

また、既に一部事務組合として鹿角広域行政組合を組織し、ごみ・し尿処理や斎場、消防救

急業務等を広域的に処理していますが、今後も新たな行政需要に対応できる体制及び施設整備

について検討する必要があります。 

 

(2) その対策 

 

① 多様な人材の確保に資する移住及び定住の促進 

 

出会いの機会づくりをはじめ、雇用・子育て等の施策を連携させ、若い世代のＡターン促進
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のため、子育てに関する情報提供や企業との連携による就労支援を行い、また、起業や地域お

こし協力隊等の多彩な働き方の実現のための支援を行います。特に地域おこし協力隊について

は、引き続きリビングクリエイターとしての活躍を期待し、幅広い世代のニーズに対応する相

談体制を充実させ、移住定住に関する情報を総合的に管理・提供してＰＲ活動を推進し、令和

12年度までの目標値である 10人の移住者増加を目指します。 

また、本町の豊かな自然環境や充実した子育て環境、鉱山とともに発展してきた独自の文化

等、町の暮らしの魅力を広く発信し、移住・定住を促進するとともに、移住・定住者の住環境

の整備として、また、遊休町有地の有効利用のため、民間の活力による賃貸住宅の整備を促進

し、整備に関して賃貸住宅の借り上げを行うほか、移住定住奨励事業として新築住宅取得や空

き家の取得及び改修に関する費用の一部助成、空き家利活用推進として、空き家バンクへの登

録の推進と登録物件の片付け費用及び除却費用の一部助成など、安全・安心な住環境づくりを

支援します。 

 

② 地域間交流の促進 

 

地域間交流に関しては、活力ある地域づくりを目指すうえで、大きな役割を果たすと考えら

れることから、本町の特性を生かした交流の推進として、上十三・十和田湖広域定住自立圏及

び大館圏域定住自立圏の事業である情報の発信・ＰＲ事業、結婚活動支援事業、広域観光振興

推進事業及び十和田湖観光誘客事業等に取り組み、地域間交流の促進を図ります。 

また、産業分野での雇用の拡大と観光やイベント、ふるさと納税等を通じて本町とのつなが

りや関わりを増やすことで、町外からの新たな「ひと」の流れや消費を呼び込み、誘客、関係

人口の拡大を図ります。 

 

③ 地域社会の担い手となる人材の育成 

 

本町においてこれまで取り組んできた、子育ての希望をかなえるための経済的支援対策を中

心とした事業を継続し、より充実した支援体制を構築します。 

また、小中一貫教育の充実を図り、外国語指導助手（ＡＬＴ）を配置することにより英語教

育の強化と国際理解教育を推進し、グローバルな人材育成を図ります。さらに、ＩＣＴの活用

を積極的に進め、デジタル社会に対応できる人材育成を図ります。 

このほか、学校授業以外での児童生徒の学習を支援するため、民間学習塾が指導に当たる学

習教室を実施し、学習習慣の定着と学力向上を図ります。 

高等教育への支援にあっては、経済的理由で修学が困難な人に対する奨学資金の貸与を行う

ほか、町外の高校へ通学する生徒に対する支援を継続します。 

 

④ 過疎地域の持続的発展に係る関係者間の連携及び協力の確保 

 

  今後の人口減少・少子化・高齢化の進行に対応し、持続可能な圏域づくりを進めるため、近 

隣自治体や、本町と関わりのある自治体との連携による共通課題の解決に向けた効果的な地域 

間連携を推進します。また、災害時の協力や観光振興等、様々な分野について民間事業者との 

協定を締結し、協働で地域活性化に取り組みます。 

農山村の地域特性を生かしたグリーン・ツーリズムや、新教育指導要領による宿泊体験とし
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ての農作業など、集落の機能を生かした交流の推進を図るほか、地域おこし協力隊制度等を活

用し、滞在・体験型の交流体験メニュー等の開発を行います。 

  特に、小坂町の特徴である環境保全型農業、資源循環型農業の推進のため実施している菜種 

油の搾油や廃食用油の再資源化、グリーン・ツーリズム推進のため実施しているワイナリー事

業を活用し、地域間交流を推進します。 

定住自立圏についてもビジョンに基づく連携により、暮らしに欠かすことのできない生活機 

能を確保するとともに、町民が住み慣れた地域で安心して暮らすことができ、圏域における魅 

力の向上、産業の活性化を図りながら圏域内外を結ぶネットワークを強化し、圏域内への人の 

流れの創出に努め、移住・定住、交流人口及び関係人口の拡大に結びつけ、人口減少の抑制を 

目指します。 

 

⑤ 対策の目標 

 

             

 

 

（3）計画 

 

 

 

 

３ 産業の振興 

 

① 産業振興の方針 

 

  本町の産業は、環境リサイクル産業、情報通信機器・金属部品・電子部品といった製造業、 

十和田八幡平国立公園の十和田湖や近代化産業遺産群である国重要文化財の康楽館や小坂鉱山

事務所などの観光産業、そして環境保全型農業やバイオマスタウン構想による資源循環型農業
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など、地域資源や地域の特性を生かしながら、異業種産業間の連携による地域活性化を図るこ

とが町の活力を維持、発展させ、暮らしの安定や移住者に対する多様な雇用機会を創出してい

くために重要です。 

  これらの産業は、今後も発展が望まれる産業であり、さらに成長を促すことによって雇用の 

拡大や地域の活力となり、観光やイベント、ふるさと納税等を通じて、本町とのつながりや関 

わりを増やすことで、町外からの新たな「ひと」の流れや消費を呼び込み、地元産業の活性化、 

観光・体験による誘客・関係人口の拡大を図ります。地元産業の連携や融合を図り、新たな産

業構造を構築することで、魅力ある地域産業の振興、安定的な雇用の増大及び所得の向上に努

めます。また、町の活力を維持していくためにも、「人材」、「産業」、「経済」等、様々な分野で

地域活性化を図っていく必要があります。そのためには、周辺市町村との連携を深め、町内外

の様々な人材と連携・交流を通じて、新たな知識の習得や環境の創出を図る将来に向けた取り

組みを推進します。 

さらに、リモートワークやワーケーションなどを前提とした働き方の定着、地方への人の流

れを「人材誘致」に向けた視点により、雇用・起業の創出とともに、地域の活性化につなげま

す。 

 

② 農林水産業の振興 

 

農業では、地域の状況に応じた担い手の法人化を支援するとともに、地域計画を見直しなが

ら担い手の育成と合わせて地域の農地集約を推進します。また、農産物の加工・流通・販売ま

でを意識し、地域の特産品として農業の６次化に向けた取り組みを支援するほか、産業間の連

携を強化し、農業の振興を通じて地域資源に付加価値を生み出す取り組みを促進します。深刻

な状況となっている農作物鳥獣被害対策については鳥獣被害防止対策協議会と連携し、総合的

に対応していきます。 

  林業では、森林の持つ公益的機能を高めるため、また、有害鳥獣による被害の対策としても

森林整備計画に基づき間伐や保育などにより、森林の保全・整備に努め、森林が有する諸機能

を総合的かつ高度に発揮させます。さらに森林環境譲与税を活用し、森林資源の有効活用方法

及び森林整備について検討を進めます。 

水産業では、十和田湖での漁業環境整備に努め、資源管理型漁業を推進します。併せて特産 

であり地域団体商標である「十和田湖ひめます」の安定供給を図り、十和田湖地域の産業育成、

観光振興を支援し内水面漁業関係者の生活の安定と所得の向上を目指します。 

 

  ③ 商工業の振興 

 

  環境リサイクル産業、“リサイクル”や“エコ”への取り組みを産業振興に向けた一つの地

域資源として捉え、環境ビジネスの振興・創出に取り組み、持続可能な資源循環型社会の形成

と経済活動を推進し、環境リサイクル産業を含めた町内企業の振興を図り、経営体質の強化、

新規分野への進出等を促進するため、各種融資制度による効果的な支援を行います。 

  また、地域の活性化とにぎわいづくりを推進するため、観光や農業など他の産業との連携を

推進するほか、資格取得支援による人材育成、経営体質の強化や経営支援として各種制度によ

る効果的な支援を行うとともに、商業団体等が実施する購買拡大事業などについて、商業活性

化のための支援や連携を進めます。 
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  ④ 情報通信産業の振興、観光の開発 

 

  企業誘致や既存産業の振興のほか、新たな事業を展開しようとする起業、創業も雇用創出に

つながります。町では創業チャレンジ支援事業により起業しやすい環境づくりに取り組み、町

の地域特性を生かした内発型産業の振興により、地域経済の活性化及び雇用機会の創出を図り

ます。また、首都圏一極集中から脱却し、人材の地方への流れを加速させるため、町内ほぼ全

域に敷設されている高速インターネット回線を活用した企業誘致を促進するとともに、ワーケ

ーションなどの取り組みを推進します。 

また、自然・鉱山文化といった“個性”を観光資源として磨き上げ、観光拠点間のつながり

を創り出し、宿泊施設と連携を図りながら、通過型観光から滞留型観光への転換を目指します。

さらに、多言語表記や通信環境の整備を行い、外国人観光客や県内外からの誘客の促進を図る

ことで、新たなにぎわいの創出を目指します。 

  十和田湖や明治百年通りに点在する康楽館、小坂鉱山事務所といった国指定重要文化財及び

小坂鉄道レールパークなどの観光資源を活用した産業観光や特産品などを適宜観光情報発信す

るほか、町全体で観光客をおもてなしする機運を醸成し、訪れた観光客と町民が魅力を共感し

ながら交流し、また訪れたい地域としての新たな価値を“ともに創り上げる”観光づくりを進

めます。 

   

 

(1)  現況と問題点 

 

① 農林水産業 

 

  本町の農業は、稲作を中心に、大豆、菜種、ソバ、枝豆などの栽培が特徴となっています。 

  また、地域ブランドとして定着しているＳＰＦ豚は、県内トップクラスの畜産産出額となっ

ています。 

  農業を取り巻く環境は、担い手不足、気候変動、生産資材価格の高騰、クマなどによる鳥獣

被害により厳しい状況が続いています。農家戸数は令和 2 年で 86 戸となっていて、平成 2 年

からの 30年間で 524戸減少しています。特に平成７年からの 25年間では 470戸と大幅に減少

しており、経営耕地面積も比例して減少してきています。その中では、稲作を主とする個人小

規模農家が大多数で、農地集約を目指す担い手が不足しています。農地を守ることは、多面的

機能の維持にもつながり、近年頻発している豪雨災害や各種自然災害から国土を守ることにも

つながりますが、後継者不足や高齢化の加速によって農地の保全や集約化が課題となっていま

す。 

  今後は、スマート農業推進と畑作振興センターを活用した大規模畑作を展開し、効率化と生

産性向上により担い手不足への対応を図るとともに小坂七滝ワイナリーと連携し、醸造用ブド

ウ生産を振興し、６次産業化、ブランド化、グリーン・ツーリズムを進め、特徴ある農産物や

高付加価値の見込める農産物の生産振興を図るなど、農業の持続的発展につながるよう総合的

な取り組みが求められています。 

  畜産は県内トップクラスの畜産産出額を誇る養豚団地が堅調な生産活動を進めている一方で、

零細農家が中心の肉用牛生産（日本短角種・褐毛和種・黒毛和種）は担い手不足による飼育頭数
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の減少が進んでおります。 

 

表 2-1(1)農家人口及び耕地面積の推移 

 

 

表 2-1(2)経営規模別農家数                （単位：戸） 

 

  本町の森林面積は、令和５年度で 14,633㏊であり、その約 70％の 10,457㏊が国有林となっ

ています。林家数は令和２年で 62戸となり、平成 12年からの 25年間で約 75％減少していま

す。林業従事者の減少や高齢化、森林保有者の町内への不在、木材価格の低迷など、生産意欲

の減退により森林が持つ公益的機能の低下が懸念されています。また、近年クマなどの野生鳥

獣出没が町中心地で頻発するようになり、森林の適切な管理、整備が必要とされています。 

 

表 2-1(3)森林面積の推移                         （単位：㏊） 

 

普通畑 樹園地

人 戸 戸 戸 ㏊ ㏊ ㏊ ㏊ ㏊ ％

平成２年 2,519 － 610 70 540 631 490 142 140 2 77.7

平成７年 2,238 － 556 80 476 547 451 96 89 7 82.4

平成12年 1,103 － 402 58 344 510 401 109 104 5 78.6

平成17年 955 － 335 68 267 531 416 115 109 6 78.3

平成22年 748 － 247 56 191 524 388 136 130 6 74.0

平成27年 246 － 165 41 124 410 306 104 98 6 74.6

令和２年 135 10 86 26 60 392 276 116 109 7 70.4

資料：農林業センサス

※平成12年以降の数値は販売農家のみの数値。

　販売農家：経営耕地面積が30㏊以上又は農産物販売金額が50万円以上の農家。

水田率専業
農家

兼業
農家 計 田 畑

年次
農業

就業者
団体

経営体
農家
戸数

耕地面積

平成２年 610 190 184 189 35 12

平成７年 479 92 162 182 26 17

平成12年 402 78 138 141 26 19

平成17年 335 55 118 111 27 24

平成22年 247 35 84 68 33 27

平成27年 165 23 39 58 21 24

令和２年 96 20 18 25 12 21

資料：農林業センサス

2.0～
3.0㏊

3.0㏊
以上

年次 農家数
0.5㏊
未満

(経営耕地なし含）

0.5～
1.0㏊

1.0～
2.0㏊
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表 2-1(4)保有山林規模別林家数                       （単位：戸） 

 

 

町内における水産業は、十和田湖において和井内貞行がヒメマスの増殖に成功したことで、

その後一気に振興しました。今では「十和田湖ひめます」として知られるようになり、平成 27

年に地域団体商標登録をしています。漁獲量は、昭和 58 年の 60ｔをピークに急激に減少し、

平成７年には 2.5ｔまで落ち込み、その後は、年度によって若干の漁獲量の変動はありますが、

概ね 10tから 15tで推移していましたが、令和６年には再び 4.0tまで落ち込んでいます。 

今後は湖の水質改善による漁獲量の回復や若手漁業者の育成、通年での販売方法確立、付加

価値のある新たな商品開発などが求められています。 

 

表 2-1(5)内水面漁獲量                       （単位：ｔ） 

 

 

② 商工業 

 

  本町の商業については、ポイントカード事業の普及、産直施設の開設などによる観光客等へ

の販路拡大等を通じて商業活性化に取り組んでいますが、人口減少による消費者の減少などで

経営は厳しい状況にあります。他の産業と同様に、就業者の高齢化が進み、後継者が不足して

いて、町内の商業の縮小が懸念されています。また、スマートフォンの普及により現金主義か

ら電子決済の取扱いが拡大している中で、個人商店などはその流れに対応できていない状況も

あることから、観光関連の外貨を稼ぐためにもＥＣサイトの活用した販路拡大、キャッシュレ

ス対応など新しい時代の流れに沿った臨機応変な対応が求められています。 

 

 

 

荒川水系

ヒメマス ワカサギ サクラマス ヤマメ等

平成10年 14.1 8.3 0.7 0.4 23.5

平成15年 15.8 11.7 - 0.2 27.7

平成20年 5.4 21.1 0.5 0.2 27.2

平成26年 15.0 7.3 0.4 0.02 22.7

令和元年 10.5 9.6 0.3 － 20.4

令和６年 4.0 4.7 0.6 － 9.3

資料：十和田湖増殖漁業協同組合

年次
十和田湖（全域）

合　計
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表 2-2（1） 商業の推移 

 

 

本町の工業は、非鉄金属製造業を主として、関連する環境リサイクル産業、建設業のほか、

工業団地等に誘致した製造業などがあり、本町の雇用や経済の発展をけん引してきました。令

和４年には、秋田県環境リサイクル産業集積推進計画が改定され、引き続き本町はリサイクル

製錬拠点形成地域として、国内における環境リサイクル産業の拠点として産業の振興が図られ

ています。 

  多くのリサイクル関連企業が本町に集約され、環境リサイクル産業のまちとして、さらには

環境リサイクルをテーマとした産業観光を確立し、近隣の観光地との広域連携を図りながら、

今後も展開していくことが期待されています。また、情報通信機器、自動車部品、金属製品や

電子部品といった製造業は、本町では多くの雇用を支えていることから、今後も経営基盤の強

化や、設備投資などへの支援が必要です。 

国内の企業は、低コストや効率化を目的として海外生産を活用してきた一方、近年は一部で

生産拠点の国内回帰や多拠点化も進んでいるものの、地方の過疎地域への企業の誘致は難しい

状況が続いています。地域の経済や雇用の拡大を図るためには、既存企業の発展はもちろんで

すが、特に町内の環境リサイクル関連企業と連携して、新産業の創出を図るためにも新たな企

業誘致が必要となります。 

  そのほか、夫婦共稼ぎの傾向や女性の社会参画を促進するうえでも、企業誘致や起業家の創

出を図るために、創業支援についても検討していく必要があります。 

 

表 2-2（2） 製造業の推移 

 

年次 事業所数
従業者数
（人）

現金給与総額
（万円）

製造品出荷額等
（万円）

平成２年 18 1,237 394,270 2,856,018

平成７年 19 1,220 433,598 2,623,495

平成12年 14 1,342 534,844 2,791,469

平成17年 13 948 396,174 3,323,075

平成22年 17 1,045 391,631 2,770,314

平成25年 13 822 347,889 2,652,376

令和元年 11 798 341,153 2,513,404

令和５年 10 777 332,231 3,015,915

　資料：工業統計、経済構造実態調査
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  ③ 情報通信産業、観光の開発 

 

 地域経済の低迷が続く中で、情報通信技術の発達によるビジネスチャンスの拡大を狙って、

独創的な発想のもとに、あらゆる分野での高付加価値化に取り組む起業家など、新たな事業の

展開を図る意欲ある人を支援する体制が必要です。とりわけ、地方での暮らしが見直される中、

移住促進やワーケーション、サテライトオフィスなどと連動させて女性や若者の起業に対し支

援していく必要があります。 

 また、本町では鉱山文化の象徴である康楽館や小坂鉱山事務所が、国の重要文化財に指定さ

れるとともに、新たな日本の文化を支えた近代化産業遺産群として認定を受け、地域の歴史･文

化を観光資源として活用しています。また、平成 26年６月には旧小坂鉄道関連施設を活用した

小坂鉄道レールパークがオープンし、明治百年通りと一体となったにぎわいの創出に努めてい

ます。十和田湖観光については、団体観光客から個人観光客への移行や東日本大震災、新型コ

ロナウイルス感染症拡大等の影響からゆるやかに回復しつつあるものの東日本大震災前の状態

には戻っていません。現在は、青森県十和田市との連携による十和田湖畔温泉利活用、十和田

湖活性化会議などに取り組んでいます。低迷が続いている十和田湖の宿泊客者数の回復や観光

資源の磨き上げを、秋田県、青森県、十和田市と協力して進めるとともに、秋田県及び鹿角市、

民間交通事業者と連携した２次交通の取り組みにより明治百年通りと十和田湖をつなぐ一体的

な観光振興を図っていく必要があります。 

  また、低迷する十和田湖観光客を増加するための取り組みとして、令和６年度十和田湖和井

内エリアに新たに完成した十和田湖観光振興センター「道の駅十和田湖」を活用し、町の観光

情報発信や地場産品の販売等を通じ、都市と地域交流の促進と地域資源を活用した産業振興の

活性化を図ります。 

町のリサイクル産業や環境への取り組み、資源循環型農業などが観光資源として注目されて

いて、全国産業観光フォーラムをきっかけとして、自然、鉱山文化、産業や環境といった多様

な観光資源と連携した観光産業が求められています。 

  今後、外国人観光客を含め、国内外からの観光等を通じた交流人口や、宿泊客の更なる拡大

を図るためには、Ｗｉ－Ｆｉをはじめとする通信環境の充実や多言語による表示等の整備のほ

か、ストーリー性を重視した付加価値の高いサービスの提供などが求められています。観光に

よる誘致は、本町単独のＰＲでは限りがあるため、広域的観光拠点の魅力と併せて町内への誘

導を図る必要があり、定住自立圏やＤＭＯなどと協力した広域連携による観光の推進が求めら

れています。 
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表 2-3 観光客の推移                           （単位：人） 

 

（2）  その対策 

 

① 農林水産業 

 

  農業の経営・生産体制の支援としては、担い手育成や法人化、地域計画と連動し農地集約を

推進し、生産基盤の整備、多様な農産物の生産への取り組みも進め、特徴ある農産物や高付加

価値の見込める農産物の生産振興を図ります。また、農林水産業者の高齢化等が進行している

ことから、人材の育成・確保に努め、スマート農業による省力化も推進し、担い手不足による

耕作放棄地の拡大を防ぎます。 

  地域の農産物の加工及び販売体制の支援としては、畑作振興センターを拠点に菜種・ソバ・

大豆・馬鈴薯の輪作体系による大規模畑作を展開し、効率化と生産性向上を図るとともに販路

拡大及び加工品の開発に取り組む農業者を支援します。また、６次産業化に向けた生産・加工・

販売体制と地域資源ブランド化への支援としては、小坂七滝ワイナリーと連携し、醸造用ブド

ウ生産拡大を進めるとともにワイン増産に向けて施設整備も支援します。 

  さらに、特徴ある農業と観光地の十和田湖や近代化産業遺産群等の地域資源が連携し、小坂

七滝ワイナリーを中心としたグリーン・ツーリズムを推進します。 

  畜産の振興については、肉用牛農家や養豚農家の生産の安定と拡大を図るため、経営体質の

強化とコスト縮減に向けた支援を行うとともに、地域の畜産物のブランド化を進めます。 

  本町の特産品であるＳＰＦ豚、ブドウ、ワイン、菜種油、十和田湖ひめます、はちみつ、山

菜などについて、小坂七滝ワイナリーを中心としたグリーン・ツーリズムと連携したブランデ

ィングを推進し、交流人口の拡大と関係人口の創出に繋げます。 

農作物鳥獣被害対策としては、個体群管理（捕獲）・侵入防止（電気柵等）・生息環境管理（誘

引物の除去、ゾ－ニング）を基本に小坂町鳥獣被害防止対策協議会と連携し、地域ぐるみで総

合的に取り組むことを推進します。 

町内の森林緑地については、造林や適切な間伐、皆伐等により、森林の保全、整備に取り組

み、森林機能の維持確保及び鳥獣被害対策を推進するほか、森林資源をエネルギーとして有効

活用を図るため、木質バイオマスを利用したエネルギー自給システム構築について検討を進め

ます。 

  水産業では、「十和田湖ひめます」の増殖事業を支援し、安定的な漁獲量の確保を目指すとと
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もに、未利用ひめますの活用も支援し、販路の拡大や新商品開発など水産業の振興を図ります。 

 

  ② 商工業 

 

  商業の振興としては、商店の経営改善や経営指導といった経営基盤強化、商業活性化として

かづの商工会と小坂町商業協同組合を支援します。中小企業振興資金や国・県の融資制度の活

用により、商業経営の基盤強化と経営支援を行います。購買拡大イベントなど、町内の消費の

喚起を図るための取り組みを実施し、集客や販売促進支援を通じて商業を振興します。 

地域に即した商業活動として、地元商店を“モノを売る”場としてだけでなく、地域の交流

の場として活用するなど、新たな商業活動について検討します。付加価値の高い農畜水産品の

生産や販路拡大に向けて、都市圏へのＰＲ等による特産品の販路拡大に取り組み、また、商工

会や福祉関係団体と協議し、町内商店による交通弱者、買い物弱者に配慮した販売方法や、地

元商店街が活性化する環境づくりについて検討します。 

環境リサイクル産業のまちとしてのさらなる展開と、情報通信機器、自動車部品、金属製品

や電子部品などの製造業の振興を目指し、産業の連携・強化として、小坂町産業振興会などに

より、企業の情報交換による産業振興や異業種連携を促進するほか、中小企業振興資金や産業

振興促進施設整備補助金、固定資産税の課税免除などにより、新規企業や既存企業の経営や設

備投資を支援します。 

  環境リサイクル産業や高度リサイクル技術の集積といった地域特性や優位性を生かし、秋田

県企業誘致協議会や町内立地企業と連携し、地域の特性をアピールした企業誘致を推進します。 

  創業チャレンジ支援事業により、新規創業や新分野への事業展開等を計画する法人、個人等

への初期投資経費等を支援し、地域経済の活性化及び雇用機会の創出を図ります。 

 

  ③ 情報通信産業、観光の開発 

 

 情報サービス業等の新分野や今後の成長が見込まれる分野への転換・進出、製品開発など、

新たな事業に取り組む人への支援を充実させ、企業立地や個人事業主の進出を促進します。 

 また、地域に内在する資源を有効に活用し、農商工観の連携等により新たにビジネスを開始

しようという取り組みを支援するとともに、起業・創業促進機能を持たせた貸事務所として整

備した七滝活性化拠点センター等テレワーク環境の活用により企業誘致を推進します。 

近代化産業遺産の康楽館や小坂鉱山事務所、小坂鉄道レールパーク等の機能の充実を図ると

ともに、あきたエコタウンセンターと連携しながら、産業観光の推進を図ります。また、町内

の観光施設やＷｉ－Ｆｉ、多言語による表示板等、設備の充実整備を行うとともに、自然景観

や歴史的建造物の保全による長寿命化を行い、特徴的景観の形成により魅力の向上を図ります。 

康楽館の常打芝居や小坂鉄道レールパーク体験メニュー、魅力あるイベント企画を行い、宿泊

施設との連携により、ストーリー性を重視した付加価値の高いサービスの提供など滞留型観光

の推進を図ります。 

  情報発信と受け入れ態勢の整備として、ＳＮＳなどのＷｅｂサービスによる情報発信を積極

的に行うほか、情報発信と、宿泊業などの受け入れ態勢の構築により、誘客の増加を図ります。

地域の観光資源や町内での体験・交流の魅力を海外に情報発信するとともに、外国人旅行者の

受け入れ環境の強化を図ります。 

  広域観光の推進としては、上十三・十和田湖広域定住自立圏及び大館圏域定住自立圏等の近
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隣自治体との観光資源による連携及び広域観光ルートによる誘客の促進を図り、また、北海道

新幹線を意識した広域観光の構築に向けて、函館市や近隣自治体と連携を図る必要があり、地

域が一体となって魅力をＰＲし、誘客につながるよう取り組みを強化します。 

  観光と産業の連携では、環境リサイクル産業や環境への取り組み、農業といった他の産業と

の連携による新たな観光資源を創出するとともに、商業などへの波及を拡大します。また、都

市と農山村の交流拡大を図るため、自然を生かした体験型観光メニューの受け入れ態勢を構築

し、グリーン・ツーリズムなどの体験型観光を推進します。 

  十和田湖地域の振興として、十和田湖観光振興センター「道の駅十和田湖」を中心とした湖

畔でのイベント、温泉利活用、誘客事業や宿泊等の受け入れ施設の整備などにより、大館圏域

定住自立圏による圏域及びＤＭＯによる広域観光拠点ネットワークを構築し、観光による地域

の活性化を振興します。 

 

④ 対策の目標 

 

 

 

（3）計画 
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(4) 産業振興促進事項 

 

① 産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興 

促進区域 
 業   種 計 画 期 間 備考 

小坂町全域 

製造業 

情報サービス業等 

農林水産物等販売業 

旅館業 

令和 8年 4月 1日～令和 13年 3月 31日   

※法第 23条の特例及び第 24条の措置の適用条件  

 

② 当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

 

1.現状と課題 

上記（１）①②③のとおり 

2．対策 

上記（２）①②③のとおり 

 

 

(5) 公共施設等総合管理計画との整合 

公共施設等の整備については、公共施設等総合管理計画の施設分類ごとの管理基本方針に基

づき整合性を図りながら計画的に実施していきます。 
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レクリエーション系施設 

分類 管理基本方針 

3-2.レクリエーション施設・

観光施設 

（康楽館、鉱山事務所、他） 

・将来の更新時等には複合化等による適正規模の検討 

・民間活力の導入を検討 

・計画的な予防保全による長寿命化 

 

 

産業系施設 

分類 管理基本方針 

4-4.産業系施設 

（畑作振興センター、小坂七

滝ワイナリー、体験農園、ぶ

どう試験場他） 

・将来の更新時等には適正規模の検討 

・余裕スペースの有効活用 

・民間活力の導入を検討 

・計画的な予防保全による長寿命化 

 

 

 

４ 地域における情報化  

 

① 地域における情報化の方針 

 

近年の情報通信技術（ＩＣＴ）の進展は著しいものがあり、情報通信技術とその利用環境は

世界中で急速に進歩しています。中でもスマートデバイスやＡＩ等の普及は、社会・経済の活

動や人々の暮らしに大きな変化をもたらしており、社会生活の隅々に浸透するとともに、人々

の生活様式や労働環境に大きな影響を与えています。 

こうした中で、情報通信機器の使い方や活用においては、情報セキュリティの確保や若者と

高齢者の世代間格差、プライバシー等の新たな課題も発生しており、町民が平等にＩＣＴの恩

恵を受けられるような基盤整備に努めるとともに、都市との格差が生じないよう行政サービス

のデジタル化等を推進していきます。 

また、地域経済・社会を持続的に発展させていくため、距離や時間等の地理的格差を是正す

ることができるＩoＴ（モノのインターネット）やＡＩ（人工知能）などの革新的な技術を産業

や医療・福祉・教育等の様々な分野での活用を促進します。 

 

  ② 他地域との情報通信技術の利用の機会の格差の是正 

 

情報通信技術は、どの地域においても利用できる環境づくりが必要で、町内の全域には光ケ

ーブルが敷設され、ラジオや携帯電話、ＴＶ、ＩＣＴなど情報格差が生じないよう情報基盤整

備を推進します。 

 

③ 住民の生活の利便性の向上を図るための情報流通の円滑化  

 

町民生活の利便性向上と産業をはじめとする地域全体の活性化を図るため、情報通信技術の
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変化に対応できるよう、最新の情報収集に努めるとともに、通信環境を整備します。 

また、行政サービスでも、オンラインによる電子申請やマイナンバーカードを活用した「書

かない窓口」、「行かない窓口」などのデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）を推進し、

地域公共交通では、ＩＣＴが活用され、誰もが即座に適切な情報を得ることができるなど、利

便性の向上が求められており、地域間での情報格差がなく、町内のどの地域においても等しく

必要な情報を得られるような環境整備を図ります。 

 

  ④ 高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実 

 

わが国の産業構造は、技術革新、高度情報化、市場ニーズの多様化などを背景に、大きく転

換しつつあり、ＩoＴやＡＩ、ビッグデータ等の活用により、付加価値の創造や生産性の向上等

の経済的発展に加え、地域社会的課題の解決との両立を目指すＳｏｃｉｅｔｙ５．０に向かっ

ており、新たな事業の拡大、企業の再編・整理、事業活動の再構築が進むなど、大きな転換期

にある中でより高い専門性や技術が求められています。本町においても多くの産業分野で就業

人口の減少、高齢化による担い手や後継者の育成が急務となっているため、情報通信技術等を

活用し、新たな技術・概念を取り入れるなど、事業の効率化を図ります。 

また、テレワークの普及、高速インターネット回線を活用した企業誘致やワーケーション等

需要の高まりから、高度情報通信の充実を図ります。 

教育関連では、国が進めるＧＩＧＡスクール構想に基づき整備された１人１台の端末や、高

速大容量の通信ネットワーク等を活用し、「主体的･対話的で深い学び」の実現に向けた授業改

善につなげるなどの教育活動の一層の充実を図ります。 

 

⑤ 住民が情報通信技術を活用する能力を習得するための機会の提供施策  

 

情報通信技術の変化に対応できるような通信環境が整備されるとともに、町民生活の利便性

の向上のため、情報通信の活用に対するサポート態勢の構築を図ります。 

学校教育では、情報モラル教育を組織的・計画的に進めるとともに、各学年段階を通してプ

ログラミング教育を推進し、児童生徒の発達段階に応じた情報活用能力を体系的に育成します。 

 

(1)  現況と問題点 

 

① 他地域との情報通信技術の利用の機会の格差の是正 

 

これまで、公共施設の光ケーブル接続や町内に光回線が整備されたほか、ラジオによる防災

情報伝達システムが整備され、高度通信環境が整い、情報格差も解消されてきましたが、ラジ

オや携帯電話等の不感地域が一部存在し、情報通信技術の利用機会の格差が生じています。今

後は、情報通信技術の変化に適切に対応し、高度通信基盤整備を更に進める必要があります。 

また、テレビ共聴施設については、老朽化による施設更新など、引き続き助成等の支援が必

要です。 

情報化社会がもたらす利点を十分に活用できる基盤を整備するとともに、デジタルデバイド

（情報格差）を解消し、町民が平等にＩＣＴの恩恵を受けられるよう、活用に対するサポート

態勢の構築が求められています。 
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② 住民の生活の利便性の向上を図るための情報流通の円滑化  

 

ＩoＴ、ＡＩの活用による社会の変革や５Ｇ等、新たな技術の進展に伴い、情報通信基盤の整

備とともに、こうした情報通信技術を活用した暮らしや地域公共交通等、生活の利便性向上を

図る必要があります。 

これまで、十和田湖地区の高度情報通信基盤整備が課題となっていましたが、平成 28年度に

総務省の補助を活用して光ファイバーの整備を行い、地域間格差は解消されつつあります。 

   また、防災行政無線のない町であることから、引き続き FMラジオ局の電波を利用し、災害情

報、緊急情報を受信し、自動的に起動する機能を持つ緊急告知ラジオを導入し、町民へ無償で

貸し出し、災害時の情報の伝達を図る必要があります。 

今後はＩＣＴ等革新的な技術を産業や医療、公共交通体系・福祉・教育等様々な分野での活

用が求められており、マイナンバーカードを活用したオンラインによる電子申請を始めとする、

自治体フロントヤード改革が必要とされ、図書館でも、館外蔵書検索など、図書貸出業務にイ

ンターネットの活用が期待されています。 

 

  ③ 高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実 

 

多くの産業分野で就業人口の減少、高齢化による担い手や後継者の育成が急務となっていま

す。同時に、情報通信技術等、新たな技術、概念を取り入れ、事業の効率化を図ることも、生

産性を維持していくために必要です。 

また、情報通信技術は、医療・福祉等の分野でもネットワークを通じたコミュニケーション

の活性化や新しいサービス、ビジネスの創出が期待されるほか、高速インターネット回線を活

用した企業誘致やワーケーション、テレワーク普及等での都市部との交流等ますます期待が高

まっています。 

 

④ 住民が情報通信技術を活用する能力を習得するための機会の提供施策  

 

情報通信技術の変化に対応できるような通信環境が整備されると、町民生活の利便性の向上

のため、子どもから高齢者まであらゆる年代で情報通信の活用に対するサポート態勢の確立が

必要とされます。 

また、学校教育では、ＩＣＴを活用した教育活動の充実を図るため、教員が行う授業や校務

におけるＩＣＴ活用をサポートする支援員の有効的な活用が求められます。 

個々の習熟度段階に合わせた利用や指導のあり方が必要で、情報モラル教育を組織的・計画

的に進めていく必要があります。 

 

(2) その対策 

 

① 他地域との情報通信技術の利用の機会の格差の是正 

 

町内のほぼ全域に敷設されている高速情報通信網（光ファイバーケーブル）を活用し、様々

な社会の変革に対応する未来技術を活用したデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）を推
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進し、地域間情報格差の解消に努めます。 

また、今後は、ラジオや携帯電話等の不感地域の解消に努めるとともに、テレビ難視聴地域

に整備した受信施設等の老朽化による施設更新等に対して支援を行うなど、通信環境の確保に

努め、情報通信技術の変化に適切に対応します。 

 

② 住民の生活の利便性の向上を図るための情報流通の円滑化  

 

  防災情報伝達手段として導入した緊急告知ラジオを町内全世帯に無償配付するほか、より迅

速で正確な情報を発信できる防災情報伝達システムの構築を進めます。 

また、町民が平等にＩＣＴの恩恵を受けられるよう、活用に対するサポート態勢を構築し、

行政サービス等でもオンラインによる電子申請やマイナンバーカードを活用した「書かない窓

口」、「行かない窓口」や図書貸出し業務や電子申請できるような態勢づくりに努めます。 

公共交通体系については、現状の公共交通の維持を基本としつつ、ＭａａＳ（新たな移動サ

ービスシステム）等、ＩＣＴを活用した新たな移動サービスの導入を検討し、ＮＰＯ法人及び

町民主体による自家用有償旅客の仕組みづくりを行うなど、日常生活の移動に不安なく、外出

しやすい環境づくりに努めます。 

 

  ③ 高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実 

 

ＩＣＴ、ＡＩ、全地球測位システム（ＧＰＳ）などの情報通信技術や新技術を建設業や農業

用機械等に導入するよう支援し、生産力及び所得の向上や省力化を推進していきます。 

情報通信技術は、医療・福祉等の分野でもネットワークを通じたコミュニケーションの活性

化や新しいサービス等への活用を推進するとともに、企業誘致やワーケーション等の需要の高

まりに合わせ、情報通信体系の充実に努めます。 

 

④ 住民が情報通信技術を活用する能力を習得するための機会の提供施策 

 

町民が平等にＩＣＴの恩恵を受けられるよう、子どもから高齢者まで活用に対するサポート

態勢の構築に努めます。 

また、学校教育では、ＩＣＴを活用した教育活動の充実を図るため、教員が行う授業や校務

におけるＩＣＴ活用をサポートする支援員等を配置し、個々の習熟度段階に合わせた利用や指

導を行い、情報モラル教育及びプログラミング教育を推進していきます。 

 

（3）計画 
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５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

 

  ① 交通施設の整備、交通手段の確保の方針 

 

交通体系の整備に関しては、地域住民の安全な交通の確保、快適な交通環境を目指し、さら 

に生活・経済圏としての行政区を越えた広域圏の連携を促進するため、交通ネットワークの形

成や安全性の確保に努めます。また、高齢化社会等に対応した利用しやすい公共交通の確保を

図り、交通弱者の快適な交通環境を維持します。 

   

② 道路の交通施設の整備 

 

町道に関しては、地域経済の活性化に向けた産業道路や観光路線として、また消防・救急の 
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円滑性を確保するためにも、計画的な整備を図り、道路改良率、舗装率の向上を目指し、特に

危険と思われる道路、橋りょう等の修繕が必要な箇所を抽出し、その箇所の修繕率向上に努め

ます。 

  また、老朽化や劣化によって修繕費用の負担が増大しないよう、さらに日常的な交通の安全

性を確保するため、長寿命化等のための大規模修繕の予防や計画的な修繕を行い、広域圏等の

連携を促進するためのネットワーク形成としての道路整備も進めます。 

農道・林道に関しては、通行に支障がないよう定期的に点検を行い、必要に応じて整備を行

います。 

 

  ③ 地域旅客運送サービスの持続可能な提供 

 

幹線交通は、大館市、鹿角市へ通じる路線バスを軸に交通空白輸送を担うため、自家用有償

旅客運送、コミニティバス、乗り合いタクシーにより構成される公共交通網が広がっています。  

これらの公共交通については、車を運転できない高齢者等を中心に、スーパーマーケットや銀

行、診療所など、町民の日常生活機能が集積する町中心部へ周辺地区から向かう交通手段とし

て生活に必要不可欠な役割を果たしています。交通弱者への公共交通確保として、これらのバ

ス運行の確保、利便性の向上に対する協議、乗車率の向上などに取り組み、、日常的な移動のた

めの地域交通を確保し、バス利用者の現状維持に努めます。 

また、令和６年度の高校統合により、大館市、鹿角市へ通じる路線バスの通学需要が高まっ

たことから、近隣市との連携によるバス路線維持に努め、公共交通空白地帯に関しても、高齢

化社会に対応するため、新たな交通システムの導入・構築を図ります。 

 

 

 (1)  現況と問題点 

 

  ① 道路の交通施設の整備 

 

本町の道路網は、南北に縦断する国道 282号と東西に横断する主要地方道大館十和田湖線（県

道 2号線・樹海ライン）、が主軸となっており、昭和 61年に東北縦貫自動車道が開通し、平成

２年には小坂インターチェンジが供用開始されました。現在では、日本海沿岸東北自動車道の

整備とともに、東北縦貫自動車道とのジャンクション（小坂北ＩＣ・小坂ＪＣＴ）の供用が平

成 25年に開始され、高速交通網が集結する要衝となっています。また、十和田湖地区では国道

103号や国道 454号などの国道が観光主要道路として活用されています。 

  しかしながら、車両規格の大型化や高機能化、高速交通体系を利用した自動車での来町者の 

増加、さらに高齢化社会に対応したバリアフリー化や安全機能の確保など、道路の拡幅改良、 

歩道の設置、勾配改良などが求められています。 

  国道 282号や主要地方道大館十和田湖線は、広域圏における連携を促進する路線であるとと 

もに、産業振興での物流等の基幹路線でもあり、交通量も多いことから、狭あい箇所の改良や 

歩行者安全施設の整備が求められています。特に、国道 282号は東北縦貫自動車道と並走して

いて、高速道路が通行止めの際には唯一の代替路線となるものの、青森県境にある坂梨峠は急

勾配な区間が多く、危険な状態であるため、早期の改良・整備が求められています。 

  十和田湖観光の重要路線である国道においては、国道 103号の青森県側では既に宇樽部トン 



- 39 - 

ネル等の開通により交通環境の整備が図られていますが、秋田県側は急カーブと落石危険箇所

が多く非常に危険な状態です。同じく国道 454号については、秋田県側の十和田湖西湖岸へ通

じる唯一の路線でありながら、狭あいや急カーブといった危険箇所が多く、地元住民の生活路

線や観光客の観光路線として機能に支障を来しています。また、昨今の自然環境への関心の高

まりから、自然体験そして地域住民の交通安全施設としての歩道の整備が求められています。 

社会基盤の整備に向けて、本町ではこれまでも道路網の新規整備、狭あい道路の拡幅、橋り

ょうの整備等に重点を置いてきました。現在町が管理する道路延長は約 156㎞、橋りょうは 60

橋に達しています。これらの道路及び橋りょう等について近年、交通の状況や老朽化によって

損傷する箇所や機能を失う危険性が高まっている箇所が多くなってきており、安全・安心な交

通体系確保のため、改修や修繕が必要です。これら改修や修繕が必要な箇所は年々減少傾向に

あり、令和７年時点で修繕が必要な橋りょうは６橋、補修が必要な道路延長は 4.0㎞となって

います。しかし、５年ごとの点検でさらに修繕が必要な橋りょう等が増加するものと予測され

ます。人口減少が見込まれる将来において、道路や橋りょうの老朽化に関わる維持管理費は大

きな負担となることが予想されることから、構造物の現状の的確な把握と長寿命化のための修

繕を行っていく必要があります。 

冬期交通の確保については、これまでも除雪機械等の更新、融雪歩道の設置及び流雪溝の整

備等を行ってきましたが、今後ますます進行する高齢化社会へ対応するためには、きめ細かな

除雪の実施が必要となることから、今後も冬期交通の確保に向けた資機材の整備や充実した除

雪体制の確保が求められています。 

 農道・林道については、受益者や通行量が少ないことから、維持補修による整備で対応して

いきます。 

 また、新たなビジネスチャンスを構築していくうえでも交通網の整備は重要視されています。 

 

表 3-1（1） 町道の整備状況                         （単位：ｍ、％） 

 

 

表 3-1（2） 修繕が必要な橋りょう数 

単位：橋 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

橋りょう数 9 9 8 7 6 

資料：小坂町橋梁定期点検（1回/5年） 

 

表 3-1（3） 補修が必要な道路延長 
単位：Km 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

道路延長 6.04 5.60 4.85 4.25 4.00 

資料：小坂町路面性状調査 
 

区分 路線数 実延長 改良延長 改良率 実面積 舗装面積 舗装率

１級 16 34,990.5 24,750.2 70.7 241,217.0 214,595.0 89.0

２級 11 15,468.8 10,192.1 65.9 84,679.0 76,877.0 90.8

その他 194 103,133.7 32,016.0 31.0 488,813.0 283,827.0 58.1

合計 221 153,593.0 66,958.3 43.6 814,709.0 575,299.0 70.6

資料：道路現況調査（令和6年3月15日現在）
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  ② 地域旅客運送サービスの持続可能な提供 

 

  町内の公共交通の確保として、生活バス路線の維持のためのバス事業者への補助や川上地区

への町営バス野口線の運行、十和田湖地区への乗合タクシーの運行を行っています。また、平

成 25年３月から生活交通路線「鳥越線」を延伸させ「上向七滝線」とし、さらに平成 29年か

らは観光客の公共交通確保のため藤原地区へ延伸し、七滝地区への公共交通路線を確保し、長

年の懸案事項はほぼ解消されました。しかし、人口減少に伴い利用者数は減少の一途をたどり、

町財政負担は増加傾向にあります。こうした公共交通による移動手段は、高齢者等の交通弱者

にとっては生活を支える大変重要なものとなっており、生活に欠かせない移動手段であるとと

もに、運転免許返納後の移動手段として公共交通機関の維持・確保が課題となっています。 

また、公共交通の担い手の不足により、現在の公共交通機関に代わる移動手段の確保につい

ても検討が必要であり、公共交通空白地域についても、適切な運行方法を検討しながら、新た

な公共交通を確保する必要があります。 

  さらに、人口減少社会や高齢化社会に対応した持続可能な地域公共交通ネットワークの構築

に取り組むため、圏域での取り組みも重要となります。 

 

表 3-2 各路線利用者数 

単位：人 

 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

野口線 7,655 6,378 6,408 6,459 6,370 

上向七滝線 8,355 8,029 8,540 8,270 8,178 

資料：小坂町地域公共交通会議資料 
 
 

 (2)  その対策 

 

  ① 道路の交通施設の整備 

 

地域住民の生活の利便性、安全性の向上を図り、集落と中心部との円滑な交流及び都市部と

の交流を促進するため、道路の計画的な整備を進めます。道路については、５年に一度の詳細

な定期点検を通じて修繕が必要な箇所を抽出し、点検の結果から、重点的に修繕すべき箇所と

必要な費用の洗い出しを行うことで、修繕事業を計画的に実施します。令和 12 年度には「補修

が必要な道路延長 1.0㎞」まで減少させることを目指します。 

また、日常のパトロールを強化し、修繕に必要な路線や橋りょうの早期発見に努め、大きな

破損を招く前に重要な箇所については、予防保全を行い長寿命化を図ります。 

特に橋りょうについては、令和７年度に改訂した長寿命化計画に基づき、計画的に予防的修

繕を実施し、令和 12 年度には修繕が必要な橋りょう数を１橋まで減少させることを目標とし

ます。 

集落間の町道整備においては、住民の安全性や緊急車両等の円滑性を確保するため、狭あい

道路等の拡幅や歩道整備などを行います。町内の国・県道の整備については、町道の修繕の時

期や状況等も踏まえながら、大きな破損等につながらないよう、関係機関に対し整備の働きか

けを行っていきます。 

また、産業の活性化と交流の重要な社会基盤である道路網整備として、日本海沿岸東北自動
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車道の早期全線開通に向けた要望活動等の取り組みを沿線市町村等とともに行い、 国道 282

号・国道 103号・国道 454号、県道２号等の基幹道路整備の促進により、東北自動車道及び日

本海沿岸東北自動車道と接続する道路網の優位性を生かした産業振興と町民の利便性向上に努

めます。 

住民の高齢化などにより、特に冬期交通の安全性確保が重要であることから、きめ細かな     

除排雪によって、冬期交通の安全性や交通弱者の円滑な日常生活を確保するため、除雪機械の

増強・導入や融雪設備の維持管理など克雪に向けた取り組みを行います。 

 

  ② 地域旅客運送サービスの持続可能な提供 

 

  町内唯一の公共交通機関であるバスの運行について、交通弱者の日常生活の移動や集落間交 

流の促進のため、バス事業者との連携を図り、路線の効率化、利便性の向上のため、時刻表並 

びに路線の見直しには柔軟に対応します。 

また、交通弱者の移動手段の確保、乗車率の向上及び利用者の発掘も行い、公共交通の確保

と利活用推進に努めるとともに、公共交通の利便性向上と維持確保を目的とした運転免許返納

者に対する支援、民間事業者が行う高齢者及び運転免許返納者を対象としたサービスへの支援

や十和田湖地区乗り合いタクシー運行に関する支援を行います。 

さらに、人口減少社会や高齢化社会に対応した持続可能な地域公共交通ネットワークの構築

に取り組むため、大館圏域定住自立圏等圏域など広域的な取り組みを実施し、より利用しやす

い公共交通ネットワークの環境整備や共同事業への取り組みの可能性を探ります。 

 

  ③ 対策の目標 

 

 

（3）計画 
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(4) 公共施設等総合管理計画との整合 

 

公共施設等の整備については、公共施設等総合管理計画のインフラ施設の基本方針に基づき

整合性を図りながら計画的に実施していきます。 

 

インフラ施設の基本方針 

予防保全による長寿命化を基本とし、利用需要の変化に応じた規模や配置の最適化を図ります。 

 

 

分類 管理基本方針 

1.道路 
・計画的な予防保全による長寿命化 

・利用需要の変化に応じ、計画の中止や廃止を含む道路網の再構築を検討 

2.橋りょう 
・「小坂町橋梁長寿命化修繕計画」（令和７年 12月）に基づき、予防保全に

よる長寿命化を進める。 

 

 

 

６ 生活環境の整備 

 

  ① 生活環境の整備の方針 

 

まちの豊かな緑、きれいな水、さわやかな空気、のどかな景観等、豊かな自然の恵みは、町

の誇りであり、この自然環境を将来に引き継いでいくためにも、自然との調和や景観が保たれ

た土地利用を推進するとともに、河川等へ雑排水を流さない等、一人ひとりが環境に配慮した

暮らしを意識し、家庭での資源リサイクルや省エネルギー、下水道等の普及促進に取り組み、

循環型社会の形成に向けて、豊かな自然を守り育てていきます。 

また、町民・事業者・行政はそれぞれの果たす役割を自覚し、ともに協力しながら環境への

負荷を減らす資源循環型社会の実現に取り組みます。 

日常生活に必要不可欠なライフラインである水道事業は、安全管理と配水管の計画的な更新

等を進め、安全・安心で安定的な水道を確保する必要があり、災害に備えた施設・設備の管理

向上と、水道普及率の更なる向上を目指します。 

人とまちが活気にあふれ、世代を問わず多くの町民にとって安全・安心なまちとしていくた

めに、防災、防犯、消防体制の整備等、災害や犯罪への備えを着実に進め、町民や本町を訪れ
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る誰もが安全に安心して生活できる道路の改良や公共交通の利便性の向上など、これからも安

心して暮らしていくための生活基盤や環境整備に努め、自然のやすらぎと私たちの暮らしがよ

り良く調和したこれからも暮らし続けたいまちづくりを進めます。 

 

  ② 住宅及び水の確保 

 

居住環境の快適性を確保し、定住促進や高齢化社会に対応した住宅環境の整備や憩いの場の

空間づくりを進めるため、経済的な状況に配慮しながら住宅の計画的な整備や各種支援を行い、

住環境の向上を目指します。 

町営住宅は適切な維持管理をし、老朽化が著しい建物については順次解体を行い、住環境の

整備に努め、持家住宅についてはリフォームのほか、耐震診断や改修、空き家解体等を支援し、

耐震化の向上を目指します。 

  また、安全に安心して暮らせる環境づくりを目指し、生活環境の整備や防犯・交通安全施設

の整備を行います。 

公園については、遊具点検等適切な維持管理を行い、安全かつ快適な憩いの場をつくり、各

家庭等において、いつでも・どこでも安全でおいしい水が飲めるよう、安定した水道水を提供

していきます。 

 

  ③ 汚水及び廃棄物の処理  

 

下水道事業は、公衆衛生の向上と生活環境の改善及び公共用水域の水質保全等、都市基盤と

しての重要な役割を担っていることから、普及・促進を引き続き推進するとともに、多様化す

る社会情勢を見据えた中長期的な視点に立った健全な運営が求められます。各家庭の下水道へ

の接続を促進するため、積極的な普及・啓発事業により、接続率の向上と生活環境の確保に努

め、令和 12 年度の水洗化率の目標を 99.7％とします。下水道区域外については国・県そして

町の支援措置により、浄化槽の設置を促進し、汚水処理人口普及率の向上を目指します。 

廃棄物処理については、鹿角広域体制による適正な管理をするとともに、リサイクルセンタ

ーを中心とした資源リサイクルによる資源循環型社会の構築へ向けた取り組みを推進します。 

 

④ その他快適な生活環境の確保 

 

消防・救急・防災については、広域体制での充実を図り、消防資機材の整備など消防力の強

化を進めるほか、救急救助需要の増加・多様化に適切に対応し、救命率の向上を目指して、救

急救命士の育成など救急救助体制の充実と強化に努めます。 

また、町民に対し、休日夜間などの初期救急医療機関の情報提供を行うとともに、救急医療

体制に対する理解と普及を図ります。 

防災対策では、地域防災計画に基づき、予想される災害に対応した整備を国・県と連携して

行うとともに、町民への防災思想の普及啓発や防災訓練の実施、防災資機材の整備や非常用品

の備蓄を進めるなど、災害活動体制の充実に努めます。また、ハザードマップの作成及び地域

の共助による防災体制づくりとして、消防団員の確保や自主防災組織の結成を進め、令和 12年

度に消防団の充足率は 72％、自主防災組織の組織率は 72.2％を目標とします。 

さらに、快適な生活環境の確保のため、公共施設の統廃合に伴い、使用されなくなった老朽
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化施設の廃棄処分や、空き家対策による空き公共施設の利活用として整備された七滝活性化拠

点センターを軸に、テレワークの推進及びサテライトオフィスの活用を促進します。 

 

(1)  現況と問題点 

 

① 住宅及び水の確保 

 

耐用年数を超えて供用している町営住宅では、耐震性能や維持管理上の問題があるため、新

規入居者の受け入れは行わず、住棟ごとに空き家となり次第取り壊しを行います。持家住宅に

対しては、平成 22年度にリフォーム支援事業、平成 27年度から耐震診断支援事業を実施し、

住宅性能の向上や地域経済への効果が現れており、リフォームに関しては、令和３年度からさ

らなる支援の拡充を行っています。 

また、人口減少や高齢化、核家族化の進展とともに空き家が増加傾向にあり、自治会や空き

家の周辺住民から倒壊や建材の飛散などの危険、衛生上、防犯上の問題について相談が寄せら

れる事例も多く、危険空き家並びに一般空き家解体事業の補助事業を継続的に実施し、事故等

を未然に防止し安全で安心な生活環境を確保する必要があります。 

公園については、毎年遊具点検を実施しており、指摘のあった遊具については修繕や撤去を

行っています。 

本町の水道普及率は令和６年度末で 99.7％となっており、県平均の 91.8％を大きく上回っ

ています。水道事業は、日常生活に必要不可欠なライフラインであり、町民が安全・安心でお

いしい水が飲めるよう施設整備や改修を行う必要があります。下水道拡張工事に合わせた老朽

管布設替工事等を積極的に実施し、生活水準の向上に取り組んできましたが、人口減少に伴う

料金収入の減少や耐震化機能を向上させる老朽管更新等の費用増加等様々な課題が蓄積してい

ます。 

一方、十和田湖の休平地区については上十三・十和田湖広域定住自立圏の協定により水道の

効果的・効率的な運営を図るために共同利用を実施しており、今後も効率的な運営が望まれま

す。 

町民の生活安全を確保し、安全な地域づくりを進めるためには、地域や警察、各機関等が協力し

て防犯や交通安全に取り組み、犯罪や事故の発生を未然に防ぎ、拡大につながらないよう、必要

な整備や安全への意識高揚を図ることが重要です。また、日常生活や仕事、観光レジャー等への

自動車の依存度は高く、運転者はもとより、自転車利用者や歩行者のマナー向上等、各自が交通

安全意識を持って、町民や観光客への安全な交通環境を目指しています。 

 

表 4-1（1） 公営住宅の状況 

 

 

 

 

公営住宅
特定公共
賃貸住宅

町単独住宅 その他 計

戸 戸 戸 戸 戸

351 7 59 24 441

資料：令和6年度事務報告
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表 4-1（2） 水道の普及状況 

 

 

② 汚水及び廃棄物処理 

 

下水道に関しては、公共下水道と合併処理浄化槽を合わせた汚水処理人口普及率は 94.2％

（令和６年度末現在）であり、生活排水による水質汚染改善のため、公共下水道事業や合併処

理浄化槽設置推進事業を推進し、整備を図っています。下水道の整備における接続及び合併浄

化槽の普及促進にあっては、人口減少の中で、高齢者世帯や低所得等の理由から、下水道への

未接続及び合併浄化槽の未設置が懸念されることから、快適な生活環境や生活衛生、自然環境

の保全といった必要性について周知し、接続率等の向上を図る必要があります。 

ごみやし尿の処理事業は、鹿角市と鹿角広域行政組合を組織し実施しています。地域の環境

とともに地球全体の環境を保全するため、今後も適正な処理と廃棄物の抑制に向けた再資源化

などへの取り組みが必要です。 

  

表 4-2 下水道等の整備状況  

 
 

③ その他快適な生活環境の確保 

 

日常生活と密接な関係にある自然環境の悪化は、地域としても重要な課題であり、本町では

河川等のきれいな水環境の保全を図るために、下水道等の生活排水対策を進めるほか、公衆ト

イレ等の衛生環境の向上に取り組んでいますが、空き缶のポイ捨てや山間地などでの粗大ごみ

等の不法投棄は後を絶たず、景観を阻害しているため、美化活動の取り組みやモラル向上の強

化が求められています。 

町独自の資源循環型社会の構築に向けた取り組みとして、廃食用油の回収を実施し、生ごみ

と合わせ、再資源化と活用など次世代に豊かな環境を残すための環境リサイクル事業を今後も

継続していく必要があります。 

空き公共施設の利活用で整備された七滝活性化拠点センターは、事業者がオフィスとして有

効活用しており、今後テレワーク等の普及により都市部からの移住事業者の増大に期待を寄せ

るとともに、移住者の増加に向けて更に快適な環境づくりが必要とされています。  

消防・救急は、鹿角広域行政組合により実施されています。今後も緊急時や非常時に、的確

かつ迅速な対応ができるよう、広域での連携を図りながら、防災体制の強化と消防・救急体制

区分 上水道 専用水道 普及率

箇所 箇所 ％

1 4

人 人

4,810 275

人 人

4,465 9

資料：令和5年度秋田県水道施設現況調査

施設数

99.2
計画給水人口

給水人口

住民基本
台帳人口

公共下水道
処理人口

公共下水道
人口普及率

公共下水道
接続人口

下水道
整備率

合併処理浄化槽
設置済人口

合併処理浄化槽
人口普及率

人 人 ％ 人 ％ 人 ％

4,368 4,114 94.2 3,481 84.6 214 4.9

資料：建設課水道班調べ（令和7年3月31日現在）
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の整備を推進する必要があります。 

また、少子高齢化が進行する中で、救急・高度医療においては、初期対応の迅速さや的確さ

が特に重要となっているほか、社会環境の変化や複雑化する災害形態、近年の大規模災害の発

生など、高機能な消防体制が求められています。 

   本町での大規模な自然災害は近年発生していませんが、防災に対する備えは必要です。その

ためにも、地域の防災体制づくりと防災資機材の整備が重要であり、消防団員の確保と自主防

災組織の結成を支援し、地域における防災力の向上を図ることが求められています。 

   災害が発生した場合において被害を最小限に抑えるために、町域における情報の難聴地域の

解消を図るとともに、町民や事業所等において、日頃から河川洪水浸水区域や土砂災害警戒区

域等の把握、防災訓練等の実施、防災機器等の準備等意識啓発に努める必要があります。 

 

表 4-3 消防団の状況 

 

 

 

(2) その対策 

 

  ① 住宅及び水の確保 

 

町営住宅等長寿命化計画に基づき、維持管理及び福祉関連部局と連携した対応を行うほか、

老朽化が進行している町営住宅については順次解体を進めて空室を減らし、維持管理効率を高

めます。住環境の向上を図るため、持家住宅のリフォームに係る費用や耐震改修促進計画に基

づいた木造耐震診断や改修に係る費用を支援するほか、空き家の所有者に対し適切な管理につ

いて助言や指導をするとともに、管理不全な空き家の増加防止のため、空き家バンクへの登録

を促します。登録物件の片付け費用に対する助成や、解体に係る費用についても支援し、生活

環境の住宅性能の向上により、安全で安心な住環境を形成し持続可能な社会をつくります。 

また、引き続き町有地を有効活用し、民間活力を利用した賃貸住宅を借り上げする事業にも

取り組むとともに、高齢者が安心して生活することができるよう、町中央地区福祉エリア整備

と一体的に高齢者住宅の整備を行います。 

 都市公園をはじめとした公園や緑地の整備・確保を行うとともに、住民が安全で気軽に利用

できる遊具等の設備の点検・整備を行います。 

  水道事業は、日常生活に必要不可欠なライフラインであるため、人口減少に伴う料金収入減

少や老朽管更新等の費用増加等様々な課題が蓄積していますが、老朽管の更新や、緊急時給水

拠点確保のための水道整備、及び災害に強い水道施設等を整備し、安全で安心な水道水の供給

に取り組みます。また、十和田湖の休平地区については上十三・十和田湖広域定住自立圏の協

定により相互の水道の効果的・効率的な運営を図るため、引き続き共同利用を実施していきま

す。 

区　分 本部 第一分団 第二分団 第三分団 第四分団 第五分団 計

人 人 人 人 人 人 人

6 22 18 15 24 14 99

台 台 台 台 台 台 台

－ － 1 1 1 － 3

小型動力ポンプ 2 3 2 － 3 5 15

小型動力ポンプ積載車 2 3 2 － 3 5 15

資料：令和6年度事務報告

団員数

消防ポンプ自動車
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  ② 汚水及び廃棄物の処理 

 

自然環境や生活衛生を保全するため、下水道接続率の向上を目指します。下水道整備計画区

域外の合併処理浄化槽の設置については、浄化槽の設置に対する補助事業の実施を推進し、衛

生的な生活を確保します。 

廃棄物処理に関しては、鹿角広域行政組合での適正な処理と、広域的な廃棄物抑制に向けた 

再資源化について取り組み、リサイクルセンターの建設のための施設整備を進めていきます。 

また、本町においては、ごみの減量化・再資源化として、廃食用油の回収や生ごみの再資源

化の取り組みと普及を行い、さらに大館圏域でも３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）

の普及啓発に連携して取り組み、引き続き資源循環型社会の形成を目指します。ごみの適正処

理として、ごみ集積所の整備補助、不燃物最終処分場の管理なども進めます。 

 

③ その他快適な生活環境の確保 

 

生活衛生の推進については、生活排水路や公衆トイレの整備など、公衆衛生管理に努め、清

潔な生活環境を確保し、防犯や交通安全への対策としては、防犯体制の強化及び施設等の整備

に努めます。 

空き公共施設の利活用で整備された七滝活性化拠点センターについては、サテライトオフィ

スとして都市部からの企業進出、または移住者のための企業支援として、テレワークの推進や

デジタルワークスタイルの確立を目指し、統廃合により使用されなくなった老朽化施設につい

ては、安全な生活環境の確保から、廃棄処分することとします。 

社会環境の変化によって複雑化する災害形態に対応するために、広域消防体制においては、

高機能消防や高度救急の体制と施設・資機材等の計画的な整備を進め、安心できる消防・救急

体制を確立し、地域においては、消防団員の確保と資機材の整備、自主防災組織づくりなど、

地域が一体となった消防・防災づくりを進め消防団員の充足率と自主防災組織の組織率を高め

ます。 

また、上十三・十和田湖広域定住自立圏共生ビジョンにより、災害時の消防出動についても

応援事業を実施しており、引き続き、十和田市からの応援態勢を継続し初動態勢の強化を図り

ます。 

あらゆる災害に対応する体制の確立を目指し、防災思想の普及啓発、防災訓練の実施、備蓄

品の充実、災害等要支援者の把握や支援体制の確立など災害に備えた準備や体制づくりを確保

するとともに、緊急告知ラジオの貸与を全世帯に行い、災害時などの緊急情報伝達手段を整え、

災害状況を把握し、速やかに対応できるよう、情報提供手段の充実やハザードマップ及び避難

マニュアルの作成などに取り組みます。  

また、小坂町国土強靱化地域計画、小坂町地域防災計画に基づき、国・県・各団体・民間事

業者と連携し、防災・減災に必要な取り組みを推進します。 
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④ 対策の目標 

 

 

 (3)  計画 
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 (4) 公共施設等総合管理計画との整合 

 

公共施設等の整備については、公共施設等総合管理計画の施設分類ごとの管理基本方針及び

インフラ施設の基本方針に基づき整合性を図りながら計画的に実施していきます。 
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行政系施設 

分類 管理基本方針 

9-2.消防施設 

（消防器具置場） 

・将来の更新時等には複合化等による適正規模の検討 

・計画的な予防保全による長寿命化 

9-3.その他行政系施設 

（除雪ｾﾝﾀｰ、水防倉庫） 

・将来の更新時等には複合化等による適正規模の検討 

・計画的な予防保全による長寿命化 

 

公営住宅 

分類 管理基本方針 

10-1.公営住宅 

・将来の更新時等には適正規模の検討 

・民間活力の導入を検討 

・計画的な予防保全による長寿命化 

・・耐用年数超過の老朽化住宅は、空き家となり次第廃止とし解体・撤去 

 

その他施設 

分類 管理基本方針 

12-2.その他 

（旧母子センター、旧七滝小

学校プール・管理棟） 

・解体処分を実施（解体処分までは安全確保に配慮） 

 

インフラ施設 

予防保全による長寿命化を基本とし、利用需要の変化に応じた規模や配置の最適化を図ります。 

分類 管理基本方針 

3.上水道 
・利用需要に応じた計画の中止や廃止を含む、上水道施設の最適化を推進 

・計画的な予防保全による長寿命化 

4.下水道 
・利用需要に応じた計画の中止や廃止を含む、下水道施設の最適化を推進 

・計画的な予防保全による長寿命化 

5.防火水槽 
・将来の更新時等には複合化等による適正規模の検討 

・計画的な予防保全による長寿命化 

 

 

 

７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

 

  ① 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進の方針 

 

町内で安心して子どもを産み育てることができるよう、子育てに係る様々な不安を取り除く

ための切れ目のない支援環境を整え、子育て世代や子どもたちをやさしく支え、地域全体で子
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どもを育てていく環境づくりを推進し、令和 12年度には「子育て支援に満足している町民の割

合」の目標を「50％」とします。 

また、総合計画の基本目標の一つである「健やかに自分らしく生きるまち」を目指して、町

民一人ひとりが「自分の健康は自分で守る」という健康に対する意識が高まり、健康的な生活

習慣を身につけて、健康づくりに取り組む町民を増やし、乳幼児から高齢者まで、ライフステ

ージに合わせた健康づくり体制の整備が図られ、心身ともに健康で心豊かな生活を送れるよう

に努めます。 

高齢化社会の中での健康的で豊かな長寿社会を築くための高齢者福祉、安心して子どもを産

み育てられる保育環境や児童福祉の充実を目指します。 

障がいのある人も、家庭や地域で自分らしく、安心して暮らし続けられるように、生きがい

のある自立した生活を目指した障がい者福祉の充実に努めます。 

また、出産や育児、子育てに希望が持てる社会の実現を目指し、子どもの成長、高齢者や障

がい者を地域全体で支えるまちを目指します。 

  

  ② 子育て支援や介護サービスの確保及び充実 

 

町内で安心して子どもを生み育てることができるよう、子育ての希望をかなえるための経済

的支援対策を中心とした事業を推進します。 

高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画にも掲げている「高齢者も元気に暮らせるこさか」

を基本理念に、自らの体力や健康状態に応じて自分らしく、生きがいを持って住み慣れた地域

で暮らせるように、地域づくりのための地域支援事業を活用し、高齢者の元気を創出する支援

体制の充実に努めます。 

また、医療・介護・予防・住まい・生活支援が連携した切れ目のない地域包括ケアシステム

を構築し、介護が必要になっても、高齢者がいきいきと暮らせるまちづくりを推進します。 

障がい者福祉については、障がいのある人も地域で共に暮らせるまちを基本理念に、地域全

体で支え合いながら、障がい福祉サービスの推進と生活を支援する取り組みの充実とともに、

自立支援と社会参加を促進しながら、生きがいのある社会生活の実現を目指します。 

 

  ③ 子育て支援や介護サービスに従事する者の確保及び施設整備 

 

人口減少とともに子ども及び高齢者の減少が見込まれますが、多様な子育て支援や団塊の世

代が後期高齢者となるため、医療・介護費用の増加及び介護サービス等を担う人材の不足が課

題となり、需要ニーズに応えるために従事する職員の確保に努めます。 

また、子どもや高齢者を受け入れる各施設についても老朽化に伴う施設や設備の更新等が必

要となるため、各種支援の充実を図ります。 

 

  ④ 保育サービス等を受けるための住民負担の軽減 

 

少子化対策及び雇用創出につなげるためにも、安心して保育所に子どもを預けられる環境の

整備と、安心して子育てできるための負担軽減による支援の充実を図り、安心して働ける環境

の整備として病児・病後児保育の利用支援等を充実させ、子育て世代が安心して保育サービス

を受けられる環境づくりに努めます。 
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 また、75歳以上の後期高齢者人口の増加に伴い、保健医療や介護が必要な町民に、地域で安

心してサービスを受けられるよう各種支援の充実を図ります。 

 

 

(1) 現況と問題点 

 

  ① 子育て支援や介護サービスの確保及び充実 

 

出生数は年々減少し、依然として少子化の流れに歯止めがかからない状況にあり、誰もが安

心して生み育てることができるよう、出産前後や保育サービス、子育て支援に関する施策を積

極的に展開・充実させ、子育てに希望を持てる環境づくりが課題となっています。 

また、核家族化や地域のつながりが希薄になり、子育てに不安を抱く家庭が増加してきてい

ることから、子育ては社会にとって重要であるとの認識に立ち、地域で子どもたちを見守り、

育てていくという意識づくりや、小坂町こども計画に基づき、子育ての喜びを感じられる子育

て支援事業の展開を図っていく必要があります。 

本町では、これまで地域の子育て支援拠点施設である保育所等の利用負担額無償化、在宅で

子育てする世帯への経済的支援など、子育て世帯の経済的負担軽減に取り組んでおり、引き続

き子育ての希望をかなえるまちの実現のため、各種施策を実施していく必要があります。児童

福祉については、現行において様々な支援策を講じていますが、依然として少子化の流れに歯

止めがかからず、町にとって喫緊の課題となっています。 

     

特に本町は、秋田県内でも高齢化率が高く、秋田県の老人月間関係資料によると、令和２年

度は県内７番目から令和７年度には 10 番目になったものの、46.2％から 47.1％と高くなって

います。 

少子高齢化の進行により、健康寿命を伸ばし、生涯にわたって心身ともに健康であるために

も、妊産婦、乳幼児から高齢者等、早期から健康的な生活習慣を身につけ、世代に合った健康

づくりに段階的、継続的に取り組むことが重要となっています。本町はがん、循環器疾患での

死亡率が高く、健康寿命が国・県より短い状況の中で、生活習慣病の発症予防と重症化予防の

ために生活習慣の改善が重要です。 

本町における死亡原因は、三大生活習慣病と呼ばれる悪性新生物（がん）、心疾患、脳血管疾

患が全体の半数を占めていることから、生活習慣病をはじめとする疾病の予防と早期発見に向

けた各種健康診査、各種がん検診、健康教育や健康相談などを実施しています。今後も町民の

健康保持・増進のため、各種健康診査等の未受診者対策を含めた積極的な事業の推進が必要で

す。 

ライフスタイルの変化や価値観の多様化により、身体や心の健康に不安を抱える人が増えて

いる現状から、町民一人ひとりが健康に関心を持ち、主体的に健康づくりに取り組み、個人の

健康を地域で支える環境づくりをすることが求められます。 

生活習慣病や高齢化に伴う医療費の増加等に歯止めをかけるため、早期から健康的な生活習

慣を身につけ、各世代に合った健康増進を図るとともに、少子高齢化に対応した母子保健や働

き盛りの健康づくり、介護予防への取り組みを強化していくことが求められます。 

平成 18 年度から実施している介護予防事業が、高齢者の健康づくりに大きな効果を挙げて

いますが、高齢化の進行などの理由により、要介護認定率は上昇傾向にあります。今後も、「医
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療」「介護」「予防」「住まい」「生活支援」が一体的に提供される地域包括ケアシステムの更な

る充実を図り、地域における医療及び介護の連携を総合的に推進する必要があります。また、

介護予防・日常生活支援総合事業（介護予防のための地域づくり）の内容の一層の充実により、

高齢者が安心して自宅や地域で活動・生活できるように支援し、地域住民、事業者、医療機関、

行政が地域の課題や担うべき役割を認識し、参画する必要があります。 

また、元気な高齢者がいきいきと暮らしていける地域社会の形成も重要であり、高齢者が持

つ豊かな経験を地域社会に貢献できる機会の創出、世代間交流などによる知識の継承とともに、 

介護予防や自立支援としての健康づくりや機能訓練など、長寿社会の中で健やかに暮らして 

いけるきめ細かな支援が必要です。 

 

表 5-1（1） 高齢者世帯の状況 

 

表 5-1（2） 出生率等の状況 

 

  高齢化の進行に伴い、障がいのある人の高齢化も進行してきていることから、障害者総合支

援法に基づき、障がい者が相談支援等を通じて地域で自立した生活ができるよう支援すること

が重要であるほか、障害者総合支援法による自立支援給付事業と、地域生活支援事業のサービ

ス、その他の障がい福祉サービスを効果的に利用し、ニーズに合った支援基盤を充実させてい

く必要があります。今後は、障がい者計画及び障がい福祉計画・障がい児福祉計画に基づき、

障がいへの理解とともに、相談・情報提供体制の充実や各種サービスの充実、就労機会の拡大

や社会参加の促進、バリアフリーのまちづくり等、障がい者施策の総合的推進に努める必要が

あります。 

 

年次 高齢単身者 増加数 単身以外の高齢者世帯 増加数 高齢者比率

人 人 世帯 世帯 ％

平成2年 170 45 133 51 20.5

平成7年 220 50 195 62 24.3

平成12年 269 49 253 58 29.0

平成17年 342 73 306 53 33.0

平成22年 370 28 303 -3 36.5

平成27年 397 27 342 39 41.7

令和2年 419 22 344 2 44.9

資料：国勢調査

年次 出生数
出生率

(対人口千人)
死亡者数

死亡率
(対人口千人)

調査時人口

％ ％

平成2年 41 5.1 71 8.8 8,035

平成7年 56 7.3 82 10.6 7,703

平成12年 61 8.5 110 15.3 7,171

平成17年 36 5.3 83 12.2 6,824

平成22年 26 4.3 87 14.8 6,054

平成25年 28 4.9 110 19.2 5,731

平成30年 21 4.2 102 20.5 4,971

令和4年 11 2.4 109 23.8 4,575

資料：秋田県衛生統計年鑑
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  ② 子育て支援や介護サービスに従事する者の確保及び施設整備 

 

少子高齢化の進行や世帯構成の変化、ライフスタイルの多様化により、町民の子育て支援や

介護サービスへのニーズがさらに増大するとともに、障がいや認知症等により、複雑で専門的

な対応を伴うケースが顕在化している状況です。 

こうした中、町民の要望などに応えるよう十分機能していくためには、サービスを担う人材

の安定的な確保が必要です。しかし、介護職においては、担い手が不足しており、今後更に拡

大する子育てや介護ニーズに対応できる質の高い人材を安定的に確保していくことが課題とな

っています。                

また、障がい児等保育・放課後子ども教室・介護に従事する職員も不足することが予想され、

職員の確保も急務となります。 

これまで、地域の子育て支援拠点施設である保育所等の環境の充実に取り組んできましたが、

今後は小坂町こども計画に基づき、母子保健をはじめ、幼少期の子育てを中心に保育環境の更

なる充実が求められます。保育施設や介護施設等については、多様な支援に伴う施設の改修や

老朽化に伴う施設や設備の更新等も必要になってきます。 

放課後子ども教室事業と放課後児童健全育成事業を一体的に実施する「子どもクラブ Skip」

は、町内に在住する全ての小学生の安全・安心な放課後の遊び場、生活の場として今後も必要

な施設であることから、職員の確保と施設設備の充実が求められます。 

 

③ 保育サービス等を受けるための住民負担の軽減 

 

少子化対策及び雇用創出につなげるためにも、安心して保育所に子どもを預けられる環境を

整えるとともに、安心して子育てできる支援の充実が求められており、保育料・医療費の無料

化や、在宅で子育てする世帯への経済的支援の継続が求められているほか、安心して働ける環

境の整備として病児・病後児保育の利用支援が求められています。 

また、高齢者の一人暮らしや、高齢者のみの世帯の増加により、地域包括ケアシステムの深

化、推進が求められており、地域特性に応じたサービス基盤の整備が必要となっています。 

 

 

 (2)  その対策 

 

  ① 子育て支援や介護サービスの確保及び充実 

 

少子化対策として、出産、子育てにおけるニーズに的確に対応し、子どもを安心して産み育

てやすい環境を整備します。子育ての希望をかなえる経済的支援として、妊産婦の医療費助成

を行う「妊産婦への医療費助成」、町全体で出産をお祝いすることを目的に、出産祝い品を贈呈

する「こんにちは赤ちゃん訪問事業」、全ての児童の保育料無償化を行い、子育て家庭の経済的

負担を軽減する「保育料無償化事業」、少子化対策及び雇用創出につなげるため、安心して保育

所に子どもを預けられる環境を整える「安心な保育への支援」、子育て世帯の負担軽減のため学

校給食費助成を行うとともに、町内事業者との連携を深め地産地消の取り組みを積極的に行う

「学校給食事業」、第三子以降の出生に対し、小学校入学前まで手当を支給するほか、小学校・

中学校入学時及び中学校卒業時に一時金を支給する「すこやか育児手当事業」、高校生までの医
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療費全額助成を行い、子育て家庭の経済的な負担を軽減する「高校生までの医療費全額助成」、

高校、大学を卒業後、町内に在住する若者に対し、県の事業と併せ、奨学金返還の助成を行う

「奨学金返還への助成」のほか、障がい児等保育や延長保育の実施など、少子化の課題となっ

ている経済的負担や核家族化などによる子育て支援の不足に対応するとともに、子育てと仕事

の両立が図られる保育サービスの充実に努めます。また、安心して保育所に子どもを預けられ

る環境を整えるとともに、近隣自治体の保育所や病院に広域利用の協力を求め、多様な子育て

環境の整備を図ります。 

子どもを持つ親の育児不安を解消し、子育ての楽しさを実感できるよう、相互交流や子育て  

の不安・悩みを相談できる場を提供しながら、きめ細かな子育て支援サービスを提供します。 

児童虐待の予防に向けて相談できる体制を整え、要保護児童対策地域協議会を開催し、早期

対応や適切なサービスの提供ができるように努めます。 

また、出生率を増加させるための取り組みとして、上十三・十和田湖広域定住自立圏の圏域

市町村と連携して婚活イベントを開催し、結婚支援活動に取り組み、独身男女の成婚を促進し

出生率増加に努めます。新婚世帯の新生活に対する費用の支援として結婚新生活支援事業を行

い、新婚世帯の経済的支援も行います。 

介護予防事業については、閉じこもり予防、栄養改善、身体機能の維持等、町民の介護予防、

認知症予防等の健康寿命の延伸に向けた取り組みを推進し、町民が主体的に健康づくりに取り

組む基盤を確立し、生涯を通じた健康づくりを目指します。 

高齢者が住み慣れた地域で生活するために、自治会等、身近な地域での居場所の創出や老人

クラブ等、高齢者の交流を通じて、生きがいを持って暮らすことができるよう支援します。ま

た、地域支援事業の推進により生活支援の体制整備を行い、除雪体制の充実や移動手段の確保

など、高齢者が安全・安心で暮らしやすい日常を送るための支援を推進します。さらに、認知

症高齢者の早期発見・早期受診に向けた取り組みを推進し、相談事業等、家族による介護を支

える取り組み等介護サービスの充実を図ります。 

専門職を配置した地域包括支援センターを中核とし、介護予防活動、診療所等と連携して、 

疾病及び虐待の予防、在宅医療並びに介護サービスを総合的に提供する地域包括ケア体制の更

なる充実、地域福祉を支える基盤づくりや保健・福祉・医療が一体となった総合的な福祉サー

ビスを実現するため、小坂町福祉保健総合センターの機能充実を図り、福祉サービスの水準を

高めます。 

 老朽化した介護老人福祉施設等の移転を支援し、安心したサービス提供の維持に努めます。

また、高齢者が自立した生活を送ることができるよう、安全・利便に配慮した高齢者住宅等 

を整備し、在宅・施設サービスの集約化を図ります。 

  さらに、障がい者も地域で自立した生活を実現できるように、生活サポート、自立訓練、福

祉タクシー、配食サービスなどを実施し、地域社会での生活を支援するほか、地域活動支援セ

ンターなどでの活動を支援し、交流による社会参加や就業の拡大に努めます。 

地域における様々な生活課題・福祉課題に対応するため、小坂町社会福祉協議会への支援を

行い、町民、行政、福祉事業者、関係機関等が互いに連携して、支援が必要な町民を支える活

動を推進します。 

また、生活習慣病の発症と重症化予防及び地域における健康づくりを推進し、町民による地

域資源を活用した主体的な健康づくりの取り組みを支援します。健康診査については、疾病の

早期発見、早期治療のため、各種検診等の機会を提供するとともに、受診率向上のための環境

を整えます。 
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② 子育て支援や介護サービスに従事する者の確保及び施設整備 

 

今後ますます増大する子育てや介護ニーズに的確に対応し、質の高いサービスの提供を確保

するため、潜在的有資格者の参入の促進や多様な人材の参入・参画の促進を図ります。 

地域の子育て支援拠点施設である保育所等は今後も幼少期の子育てを中心に保育環境施設

の更なる充実を図り、町内で障がい児等保育を行う保育所に対する補助は今後も継続し、保育

に従事する職員等の確保に努め、早期支援体制の充実を図ります。 

放課後子ども教室事業と放課後児童健全育成事業を一体的に実施する「子どもクラブ Skip」

は、町内に在住する全ての小学生の安全・安心な放課後の遊び場、生活の場として重要であり、

相互の関係性を広げ自主性、社会性を育むためにも今後も必要な施設であることから、職員の

確保と施設設備の充実を図ります。 

また、小坂町福祉保健総合センターについては、建物及び設備等の改修・更新を行い、長寿

命化のための予防保全を行います。 

 

③ 保育サービス等を受けるための住民負担の軽減 

 

少子化対策及び雇用創出につなげるため、安心して保育所に子どもを預けられる環境を整

え、子育ての希望をかなえる経済的支援として、すべての児童を対象とした保育料無償化を図

るほか、在宅で子育てする世帯への経済的支援を実施します。 

   十和田湖地区の児童に対しては、上十三・十和田湖広域定住自立圏による連携事業として広

域入所を実施し、通園する児童に対して通園費用の一部を補助するとともに、病児・病後児保

育に取り組む鹿角市の保育所や病院に広域利用の協力を求め、町民の利用に応じた支援を行い

ます。 

また、高齢者をはじめとした保健医療や介護サービスを、誰もが住み慣れた地域で、安全・

安心に受けることができるよう、町内での医療確保が困難な人への移動の手段への支援や、軽

度生活支援事業の推進、低所得者への介護サービスの自己負担軽減の支援など、住民負担の軽

減を図り、高齢者等を支える環境づくりに努めます。 

 

④ 対策の目標 
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 (3)  計画 

 

 



- 61 - 

 
 

 

(4) 公共施設等総合管理計画との整合 

 

公共施設等の整備については、公共施設等総合管理計画の施設分類ごとの管理基本方針に基

づき整合性を図りながら計画的に実施していきます。 

 

子育て支援・保健福祉系施設 

分類 管理基本方針 

6-2.幼児・児童施設 

(放課後子ども教室) 

・余裕スペースの有効活用 

・計画的な予防保全による長寿命化 

7-1.高齢者福祉施設 

(デイサービスセンター) 

・将来の更新時等には複合化等による適正規模の検討 

・民間活力の導入を検討 

・計画的な予防保全による長寿命化 

7-2.児童福祉施設 

（放課後児童クラブ） 

・将来の更新時等には複合化等による適正規模の検討 

・計画的な予防保全による長寿命化 

7-3.保健施設 

（保健センター） 

・将来の更新時等には複合化等による適正規模の検討 

・計画的な予防保全による長寿命化 

 

 

 

８ 医療の確保 

 

  ① 医療の確保の方針 

 

誰もが平等に安心して医療機関を受診できる環境と体制を確保するため、医療機関への積極

的な支援を行うほか、重症化や高度な治療が必要な場合に備え、近隣市や圏域と連携して医療

体制・救急体制の確保と強化に努めます。 

町民自ら健康管理を行い、疾病予防意識の醸成を図るとともに、疾病の早期発見に向けた検

診等の提供に努めます。 
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  ② 必要な施設及び設備の整備 

 

誰もが安心して医療を受けられるために、日中夜間を問わず、中核病院及び診療所等あらゆ

る診療科目が受診できる医療の体制整備に努めます。 

 

  ③ 医師等の確保 

 

誰もが安心して医療を受けられるために、中核病院及び診療所等のあらゆる診療科目が受診

できる医療の体制整備が必要であり、対応する診療科目の医師の確保が必要です。 

中核病院であっても医師が不足している現状から、専門的な診療科目の場合は町外または県

外の医療機関に頼らざるを得ない状況であり、安心して医療を受けられる体制の確保に努めま

す。 

 

  ④ 定期的な巡回診療及び医療機関の協力体制の整備 

 

高齢者数の増加に伴い、要介護者の中でも自ら移動できない高齢者の増加に伴い、巡回診察

等が必要不可欠となります。町内の医療機関と連携し、誰もが安心して医療を受けられる体制

づくりが必要です。また、高度医療等に関しては、かづの広域連携はもとより、北東北三県に

おいても救急体制の整備の確立が望まれることから、今後広域連携のネットワーク形成を図り

ます。 

 

(1)  現況と問題点 

 

① 必要な施設及び設備の整備 

 

本町の医療は、民間の無床診療所及び民間の歯科診療所、町立の歯科診療所と、高度医療に

関しては鹿角市や大館市に所在する総合医療機関に委ねられています。したがって、多くの患

者が町内唯一の診療所に依存し、受診者や医師にとって過密な医療環境となっています。この

ことからも、自らの健康を自らで守るといった健康づくりについて、周知・啓発する必要があ

ります。しかしながら、現代の社会生活の多様化により疾病構造が変化してきており、また生

活習慣病が増加傾向にあり、さらに急速な高齢化により高齢者医療の増加も見込まれることか

ら、医療体制の充実が求められています。特に少子化対策として安心して産み育てられる環境

の整備が求められています。 

令和７年の行われたまちづくりアンケートの結果で、「人口減少社会に感じる不安なこと」と

して、第一は「医療や福祉等の施設がなくなる」であり、「まちの活気が失われる」、「社会保障

等の公的サービスが低下する」を上位に挙げています。 

やはり、町に医療機関や福祉施設がなくなることは、町民にとって一番の不安であり、今後

町の重要な取り組みとして推進していく必要があります。 

また、町立の歯科診療所では施設とともに、医療設備も老朽化し、施設改修や診療ユニット

の交換等が必要となり、今後の経営維持への影響等が懸念されています。 
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図表６           人口減少社会に感じる不安 
 

 
 

  ② 医師等の確保 

 

少子化対策として安心して産み育てられる医療体制の整備が求められているにもかかわら

ず、産婦人科や小児科等の診療科目が町内に存在せず、鹿角管内においても婦人科の常勤医師

の不在等、特定診療科目が不足する現状にあります。また、鹿角地域では医師の充足率が低く、

町民の安全・安心な生活を確保するうえで、地域医療の確保は大きな課題となっています。 

医師不足は診療体制の質的向上に大きな影響を与えていることから、町民が安心して受診で

きる医療体制を構築するため、地域医療を担う医師の確保が急務となっています。 

 

 

  ③ 定期的な巡回診療及び医療機関の協力体制の整備 

 

誰もが安心して医療を受けられる体制が必要であり、十和田湖地区に関しては、遠隔地であ

るとともに多くの観光客が訪れることから、青森県十和田市立十和田湖診療所と連携して協力

体制を整備しているため、今後も継続して支援をしていく必要があります。 

また、少子化や高齢化が進行する中での保健、福祉、医療機関との連携、町内の診療機関と

広域圏等でのネットワークの形成が必要であります。さらに、専門的または高度医療について

は、町外の医療機関に頼らざるを得ない状況にあり、診療科目の不足や医師不足等広域的な課

題が山積する中で安心して医療を受けられる体制の整備が急務となっています。北東北圏域で

は、高度医療や救急医療体制等の広域連携の取り組みが一層必要とされています。 

 

 

 (2)  その対策 

 

① 必要な施設及び設備の整備 

 

町民が安心して適切な医療が受けられる環境と体制を確保するため、町内に存する診療所等

の施設や医療機器・設備更新の支援を充実させるほか、町立の歯科診療所では、老朽化してい
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る診療ユニット等の設備更新を進め、医療の充実を図ります。 

また、かづの厚生病院や上十三・十和田湖広域定住自立圏による十和田湖診療所の運営支援

等を行い、地域医療の体制確保及び推進を図ります。 

 

② 医師等の確保 

 

喫緊の課題である医師確保については、医師不足の実態や高齢化の進行等を考慮し、在宅当

番医や高度医療など、地域や診療科において必要とされる分野に従事する医師の確保に努めま

す。 

また、鹿角市と連携して、鹿角地域の中核病院であるかづの厚生病院が、中核病院の機能を

維持するため、医師確保対策に要した費用について支援するとともに、岩手医科大学に寄付講

座を設置し、地域医療連携と医師派遣体制を確保し、安心して医療を受けられる体制づくりを

します。 

 

③ 定期的な巡回診療及び医療機関の協力体制の整備 

 

医師の確保とともに、かづの厚生病院や十和田湖診療所の運営支援、既存の地域医療体制の

充実に努めます。 

このほか、地域医療については、大学の医療推進学講座に対する寄附を行い、医療体制の充

実に向けた取り組みを推進します。 

また、多様化する疾病における救命率の向上を図り、安心して小坂町で暮らし続けられるよ

うに、広域圏での救急医療体制及び高度医療機関の運営を支援します。 

 

④ 対策の目標 

 

   

 

(3)  計画 
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(4) 公共施設等総合管理計画との整合 

 

公共施設等の整備については、公共施設等総合管理計画の施設分類ごとの管理基本方針に基

づき整合性を図りながら計画的に実施していきます。 

 

医療施設 

分類 施設数 管理基本方針 

8-1.医療施設 

（歯科診療所） 
1 

・将来の更新時等には適正規模の検討 

・計画的な予防保全による長寿命化 
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９ 教育の振興 

 

  ① 教育の振興の方針 

 

学校教育においては、子どもの個性に応じた教育、生きる力を育む教育の充実に努め、学校・

家庭・地域が連携した学校づくりを推進します。 

社会教育については、地域や世代を超えて集い、学び、語り合い、生き生きとした活動・交

流ができるよう生涯学習活動やスポーツ活動の充実に努め、町民が生涯にわたり、いつでも、

どこでも、誰でも自由に学習する機会を選択し学ぶことができる総合的な生涯学習の基盤整備

を図ります。 

生涯スポーツについては、町民の健康増進と体力の向上を目指し、健康で活力のあるまちづ

くりと生涯にわたるスポーツの振興・充実を図ります。 

 

  ② 学校施設や集会施設、体育施設、図書館、その他の社会教育施設等の整備 

 

学校施設等については、耐震化のほか、災害時の避難を想定した熱中症対策、寒冷地対策等

の設備改修を行い、将来にわたり持続可能な施設を整備し、安全の確保に努め、学校、家庭、

地域の連携と協力により、子どもたちの成長を支えていく活動が展開され、自由に学ぶ機会と

安全な場所を提供し、仲間づくりの拠点として多くの町民に活用されるような施設や環境づく

りを目指します。 

幼児から高齢者まで生涯において楽しみながら自分の能力を伸ばすとともに、様々な学習機

会を通じて豊かな人間性を育む社会教育施設等の整備は予防保全による長寿命化を目指し計画

的に進めていきます。 

生涯スポーツについては、世代に応じた健康づくりなど、多様な町民ニーズに対応した生涯

スポーツの推進に取り組むとともに、現存する施設の有効活用と長寿命化に向けた施設・設備

などの整備に努め、地域の持続的発展を目指します。 

 

③ 教職員の配置や通学支援  

 

児童生徒の発達段階に応じた教育活動を展開し、きめ細かな教育サポートにより、支援を必

要とする児童生徒に対する適切な教育を進めます。 

また、少子化による児童生徒の減少に伴い、小学校３校、中学校１校が小坂小学校、小坂中

学校へと統合となり、遠距離からの通学を余儀なくされたため、児童生徒への配慮及び保護者

の負担軽減のため通学手段の支援体制の充実を図ります。 

 

  ④ 子ども等が情報通信技術を活用することができるようにするための教育及び学習の振興 

 

国が進めるＧＩＧＡスクール構想に基づき整備された１人 1台の端末や、高速大容量の通信

ネットワーク等を活用し、「主体的･対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善につなげるな

どの教育活動の一層の充実を図ります。 

情報モラル教育を組織的・計画的に進めるとともに、各学年段階を通してプログラミング教

育を推進し、児童生徒の発達段階に応じた情報活用能力を体系的に育成します。 
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⑤ 過疎地域の特性に応じた学校教育・社会教育の充実及び生涯学習の振興 

 

地域の特色を生かした小中一貫教育の取り組みにより、児童生徒の発達段階に応じた教育活

動が展開され、児童生徒一人ひとりが本町に愛着と誇りを持つことができるよう、本町独自の

教育環境の整備を進めるとともに、きめ細かな教育サポートにより、支援を必要とする児童生

徒に対する適切な教育の充実に努めます。 

子育て中の人などを対象とした子育て・孫育て・親育て講座等の研修の充実にも取り組み、

町民がお互いに指導者、受講者となり、明るく豊かで活力ある町を目指すとともに、町民の生

涯学習の成果がまちづくりの場面で活用されるよう高齢者・若者が自主的、積極的に学ぶ姿を

育成します。 

また、各種スポーツイベントの開催により、にぎわいのある町となり、年齢や性別を問わず、

スポーツを通じて心身ともに健康で充実した生活を目指します。 

 

⑥過疎地域の区域外に居住する子どもへの過疎地域の特性を生かした教育機会の提供 

 

農山村の地域特性を生かした宿泊体験等を通して、首都圏の子どもたちにも過疎地域の特性

を体験してもらえる環境づくりが必要であり、農山村での体験型の教育旅行等の学習の機会を

設けるなど、将来、児童生徒がＵ・Ｉ・Ｊターンを考える契機となるような体制づくりを推進

します。 

 

 

(1)  現況と問題点 

 

  ① 学校施設や集会施設、体育施設、図書館、その他の社会教育施設等の整備 

  

本町の学校教育は、平成 13年度に川上小学校、平成 22年度に十和田小中学校、平成 24年度

に七滝小学校が閉校し、小学校は小坂小学校１校、中学校は小坂中学校１校の２校体制となり

ました。平成 25年度からは、小坂中学校を移転して小坂小学校と接続し、小坂町新総合教育エ

リア構想に基づき、小中一貫教育を開始しています。学校施設に関しては、耐震化のほか、災

害時の避難を想定した熱中症対策、寒冷地対策等の設備の改修が必要です。 

交流センターは、町民の学習活動施設、コミュニティ施設であるとともに、放課後の子ども

たちの安全・安心な居場所として、地域の人たちとの交流の場、体験活動の場であり、世代を

超えた町民の生涯学習拠点です。また七滝公民館と川上公民館が地区公民館として設置され、

十和田湖地区・上向地区には小坂公民館十和田分館、同上向分館があり、それぞれの地域の特

色を生かした活動を推進しています。 

生涯スポーツについては、豊かな生活環境の中で、健康や体力の向上といった健康増進のた

めの生涯スポーツに対する気運が高まってきており、町民総参加のスポーツとして取り組んで

いくためには、誰もが気軽に参加できるスポーツの普及やニーズに対応したスポーツ空間の確

保が必要です。 

しかし、ニーズの多様化や高度化によって指導者と環境が不足しており、人材の育成と施設

の確保が求められています。また、人口減少や少子高齢化によってスポーツ団体の組織力も低

下してきていることから、スポーツによって町の活力を高めるためにも、人材の育成と競技力
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の向上が必要です。 

社会教育施設やスポーツ施設は老朽化が見られる施設が多く、今後大規模改修の必要な施設

と長寿命化のための予防保全が必要な施設が大半を占めています。しかし、これらの施設は町

民の活動拠点となる重要な施設であり、持続可能な地域の発展には欠かせません。施設改修は、

費用の増加が懸念されますが、防災機能の強化とユニバーサルデザインを勘案した改修に取り

組み、休廃止施設については、有効利用または処分を推進し、運営形態の改善及び施設総量の

削減に努める必要があります。  

 

② 教職員の配置や通学支援  

 

人口減少・少子化により児童生徒数の減少が予想されることから、地域の将来を担う子ども

たちの健全育成のためにも、きめ細かな教育サポートにより、教育活動の一層の充実を目指し、

集団の中で誰もが平等に教育を受けられる環境整備が必要です。 

また、十和田小中学校、川上小学校、七滝小学校の閉校に伴い、十和田湖・川上・七滝地区

の児童・生徒への公平な教育機会の提供、また、集団での学習による教育環境の向上を図るた

め、通学に伴う交通の確保が必要となっています。 

 

  ③ 子ども等が情報通信技術を活用することができるようにするための教育及び学習の振興 

 

学校施設では一人 1台の端末が整備され、ＩＣＴを活用した教育活動の充実を図るためには、

教員が行う授業や校務におけるＩＣＴ活用をサポートする支援員をより効果的に活用します。 

個々の習熟度に合わせた利用や支援が必要で、情報モラル教育を組織的・計画的に進めてい

く必要があります。 

また、タブレットやデジタル教科書、パソコン等情報通信技術をうまく活用し学力の向上に

努める必要があります。 

 

④ 過疎地域の特性に応じた学校教育・社会教育の充実及び生涯学習の振興 

 

本町では、「小中一貫教育の推進」、「確かな学力の育成」、「夢や希望、志を育む教育の充実」

等を学校教育の重点目標としており、学習指導要領においても「確かな学力」、「豊かな心」、「健

やかな体」を育成する調和のとれた「生きる力」を育む教育が求められています。これらの目

標を達成するためには、過疎地域の特性に応じた教育、循環型社会の構築を目指す本町の特性

を生かした教育、子育て支援の観点からきめ細かな教育支援などが必要です。 

社会構造や雇用環境が急速に変化する中で、学校等で学習する内容、育まれる資質や能力が

社会に出てから生かせるよう、教育活動の一層の充実が求められます。 

本町では、平成 25年度から小中一貫教育を開始し、９年間を見通した計画的かつ継続的な教

育課程を編成し、小中学習共通スタイル「小坂スタンダード」を基に対話的な学びの充実を図

り、思考力・表現力を身につけるような授業構築に取り組み、確かな学力の育成に取り組んで

います。 

また、ふるさとキャリア教育を推進し、過疎化が進む町の担い手育成にも取り組んでおり、

地域の一員として地域を支え、地域で活躍できる人材の育成に向けて、郷土愛や社会に貢献し

ようとする意識を高めていくため、より一層地域と連携した教育活動の充実が求められます。 
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令和６年度に秋田県立小坂高等学校が秋田県立鹿角高等学校に統合され、町内の高等学校へ

の運営支援は終了しましたが、引き続き通学支援等の新たな支援を継続します。 

生涯学習では、幅広い年齢層に向けた講座を行い、学ぶ機会と場の提供に取り組んでおり、

引き続き、時代の変化に対応した生涯学習推進体制の機能を強化するとともに健康・福祉政策

分野との連携や効率的な推進とともに学びの場の提供を行っていくことが求められます。 

また、学びの成果を町民へ循環させていくために、地域や団体等の中心となる人材の育成に

つながるよう取り組んでいますが、人口減少や高齢化により、既存団体の解散や組織の会員の

減少が目立ちます。 

各種学習団体の活動を活性化するためには幅広く人材を確保するとともに、指導者の養成な

ど学習支援も必要です。 

生活や価値観が多様化している中で、地域の教育力を低下させないためにも、放課後児童対

策パッケージ（子どもの居場所確保、多様な体験の場の拡充）等による児童生徒の健全育成を

進めるとともに学校・家庭・地域が連携した子育て支援体制づくりが必要です。 

また、図書館は日常生活の中で 気軽に利用できる生涯学習施設でもあるため、児童生徒の

自主的な学習の場としても重要であり、蔵書の充実や図書検索ネットワーク化を図るなど、町

民ニーズに応えることのできる図書館サービスを提供する必要があります。 

   

⑤ 過疎地域の区域外に居住する子どもへの過疎地域の特性を生かした教育機会の提供 

 

過疎地域が抱える問題解決のため、農山村の良さを体験してもらえるような環境づくりが求

められています。首都圏等に居住する子どもたちをそれぞれの地域で受け入れ、地域の特性を

生かした宿泊体験等の機会の創出が必要であり、県や周辺市町村とも連携しながら、受け入れ

態勢を推進していく必要があります。 

 

表 6-1（1） 児童・生徒の推移 

 
 

表 6-2（2） 高校の生徒数の推移 

 

 

区分 平成7年度 平成12年度 平成17年度 平成22年度 平成27年度 令和2年度 令和6年度

人 人 人 人 人 人 人

405 356 326 292 202 163 131

中学校 230 195 172 136 145 83 83

計 635 551 498 428 347 246 214

資料：学校基本調査

小学校
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 (2)  その対策 

 

  ① 学校施設や集会施設、体育施設、図書館、その他の社会教育施設等の整備 

 

学校施設に関しては、児童生徒の安全・安心な教育環境を守るためにも防災や耐震化のため

の環境整備が必要で、学校施設及び施設設備また外構においても予防保全に努め、施設の長寿

命化を図ります。なお、学校施設のうち統廃合及び複合化したことにより使用されなくなった

学校プールについては、屋内温水プールの活用と整合を図ったうえ解体処分を検討し施設総量

の削減に努めます。 

また、新総合教育エリア内の社会教育施設を小中一貫教育に有効活用するとともに、教育施

設・設備の整備を行い、地域に開かれ、地域と一体となった学校づくりを進めていきます。 

社会教育については、生涯学習の理念を念頭に置き、町民の学習意欲の高まりやニーズに積

極的に対応し、町民の生きがいと心の豊かさを形成するために、様々な学習機会の提供、自主

的な学習意欲の醸成に努めます。小坂町交流センターは生涯学習施設であり、子どもの健全育

成を推進しながら子どもから大人まで誰もが交流できる町民の交流の場でもあり、誰もが利用

しやすい施設を目指し、地域のニーズに応じた改修整備に取り組み、学習拠点として質の向上

にも努めるとともに、子どもたちの安全・安心の確保、町民の利便性及びユニバーサルデザイ

ンに即した環境整備を行います。 

   その他の施設に関しては、生涯学習や地域の交流拠点として、また災害時における住民の避

難場所としての機能も求められることから、危険箇所や老朽箇所の整備を行うとともに、町民

のニーズを捉えた生涯学習機能の充実を図るための整備を行います。 

  図書館は、町民の読書への楽しみと教養を高める施設として蔵書の充実はもちろん、インタ

ーネット蔵書検索や県内公共図書館同士の横断検索の導入によりだれもが利用しやすい図書館

づくりに努め学校読書センターとの連携も図ります。 

 スポーツ施設に関しては、スポーツ少年団をはじめとする体育団体の活動によるスポーツの

普及とレベルアップを図り、町民のニーズに合った活動を推進するため、安全・安心な環境整

備・施設設備の充実を図り、持続可能な地域づくりを目指します。 

 

② 教職員の配置や通学支援 

 

児童生徒の発達段階に応じた教育活動を展開し、きめ細かな教育サポートにより、支援を必

要とする児童生徒に対する適切な教育を図るため、教職員のほかに特別支援教育支援員を配置

します。 

十和田湖、川上、七滝地区の児童生徒に対しては公平な教育環境を提供し、遠距離通学によ

る負担軽減を図り、保護者の経済的支援を目的に通学のための交通手段の確保及び助成を継続

します。 

 

③ 子ども等が情報通信技術を活用することができるようにするための教育及び学習の振

興   

 

児童生徒の能力・特性に応じた教育、双方向性のある教育、多様な方法による学習を推進す

るためにタブレットを小中学校に整備するとともに、ＩＣＴを活用した教育活動の充実を図る



- 71 - 

ため、教員のほかにＩＣＴ支援員等を配置し、個々の習熟度に合わせた多様な方法による学習

を推進し、情報モラル教育を組織的・計画的に進めていきます。 

また、タブレットやデジタル教科書、電子黒板等ＩＣＴの活用を更に進め、デジタル社会に

対応できる人材育成及び学力の向上に努めます。 

 

④ 過疎地域の特性に応じた学校教育・社会教育の充実及び生涯学習の振興 

 

小坂町の地域の特色を活かした小中一貫教育として、教諭等の兼任発令により、学校教育目

標を小中学校全教職員が共有し９年間を見通した計画的かつ継続的な教育課程を編成し、小中

教員の協働による指導改善、小中教員の相互乗り入れ授業、合同研修による指導力向上、小学

校高学年の教科担任制の導入、小中合同行事による児童生徒の交流を実施します。 

また、国際的視野を広げ、国際社会で主体的、創造的に行動できる人材を育成するため、中

学校に外国語指導助手（ＡＬＴ）を配置し小学校１年生から中学校３年生までネイティブスピ

ーカー（母国語として話せる人）による外国語活動・英語授業を実施するとともに、国際交流

員や日本語学校生徒等との交流を通じて英語教育の強化と国際理解教育の推進及びグローバル

な人材育成を図ります。 

誰もが平等に教育を受けられる環境を整えるため、家庭や関係機関との連携を深め、支援を

必要とする児童生徒の特性に応じた支援を行うほか、学校授業以外での児童生徒の学習を支援

するため、民間学習塾が指導に当たる学習教室を実施し、学習習慣の定着と学力向上を図るほ

か、子育て世帯の負担軽減のため、学校給食費助成や経済的理由で修学が困難な生徒や学生に

対する奨学資金の貸与を実施し、高校・大学等を卒業後、町内に定住して奨学金を返還する方

に対し奨学金返還の助成を行うなど教育支援の充実に努めます。 

地域の一員として地域を支え、活躍できる人材の育成に向け、郷土への理解と愛着を深め、

情操を高めるためにもふるさと教育を推進し、小中学校においても郷土学習のカリキュラムを

設け、郷土の歴史や自然、文化や郷土芸能など学習し、故郷に誇りを持てるような人材を育成

します。学校運営協議会（コミュニティ・スクール）を設置し、家庭、地域住民、企業等の地

域資源を積極的に活用した学校教育にも取り組みます。 

令和６年度に秋田県立小坂高等学校が秋田県立鹿角高等学校に統合され、町内の高等学校へ

の運営支援は終了しましたが、引き続き通学支援等の新たな支援を継続します。 

また、十和田湖地区の児童生徒に関しては、保護者の意思を尊重したうえ必要に応じて効果

的効率的な教育サービスを提供します。 

交流センターや地区公民館、図書館・郷土館等の学習拠点については、施設の統廃合を含め

た効率化の検討を行うと共に施設の整備、充実に努め、 幅広い年齢層に向けた様々な内容の講

座を開設し、青少年教育、成人教育、女性教育、高齢者教育の充実を図り、生きがいと学ぶ意

欲を醸成するとともに、地域社会づくりや家庭教育等を推進し、社会教育の学習活動の中心と

なる人材の発掘と育成に取り組み、生涯学習奨励員や地域ボランティア等社会に貢献する人材

を育成します。 

スポーツに関しては、スポーツ・レクリエーション活動の普及を図りながら、誰でも親しみ

やすいスポーツ事業を推進し、各種スポーツイベントの開催により、活力あるまちづくりと交

流人口の拡大を図ります。スポーツ協会やスポーツ少年団などの体育団体の運営を支援すると

ともに、指導者や団体の育成と競技力向上に努めます。 
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⑤ 過疎地域の区域外に居住する子どもへの過疎地域の特性を生かした教育機会の提供 

 

農山村の地域特性を活かしたグリーン・ツーリズムや宿泊体験としての農作業など、首都圏

の子どもたちに農山村での体験型の教育旅行等の学習の機会を設け、過疎地域からの脱却を目

指す人材の育成、体制づくりを推進します。 

 

⑥ 対策の目標 

 

 

 

(3) 計画 
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(4) 公共施設等総合管理計画との整合 

 

公共施設等の整備については、公共施設等総合管理計画の施設分類ごとの管理基本方針に基

づき整合性を図りながら計画的に実施していきます。 

町民文化・社会教育系施設 

分類 管理基本方針 

1-1.集会施設 

（コミュニティセンター、自

治会館） 

・将来の更新時等には複合化等による適正規模の検討 

・稼働率の低いスペース利用形態見直し 

・計画的な予防保全による長寿命化 

2-1.図書館 

（小坂図書館） 

・将来の更新時等には複合化等による適正規模の検討 

・稼働率の低いスペース利用形態見直し 

・計画的な予防保全による長寿命化 

 

スポーツ・レクリエーション系施設 

分類 管理基本方針 

3-1.スポーツ施設 

（競技場、プール、体育館） 

・将来の更新時等には複合化等による適正規模の検討 

・余裕スペースの有効活用 

・計画的な予防保全による長寿命化 

 

 学校教育施設 

分類 管理基本方針 

5-1.学校 

（小坂小学校、中学校） 

・将来の更新時等には適正規模の検討 

・稼働率の低いスペース利用形態見直し 

・計画的な予防保全による長寿命化 

 

 

 

１０ 集落の整備 

 

  ① 集落の整備の方針 

 

集落は、本町のまちづくりを形成するコミュニティ組織であり、また、過疎地域における美

しく風格のある国土を形成するものですが、人口の減少、少子高齢化、都市部との生活格差に
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よる若年層の流出などにより、集落全体の活動機能が低下し、連帯感と互助精神が希薄化して

います。住み慣れた地域で安全・安心に暮らしていくために、利便性や快適さを備えた生活環

境の形成は重要であり、本町の魅力とまちへの愛着を育み自然と共生する暮らしの基礎となる

地域づくりとコミュニティ意識を高め、持続可能な地域づくりを進めます。また、社会的共同

生活の確保と集落の自立と活性化に向けた支援を行い、地域のコミュニティの維持を図ります。 

 

② 基幹集落と周辺集落とのネットワーク圏の整備 

 

少子高齢化を背景とした人口減少社会の進行は、生活様式の多様化などによる住民と地域社

会との関わりが薄れ、今後のまちづくりにおいても世帯や地域での支える力の低下が懸念され

ます。そこで、地域固有の課題への対応と地域活力の向上を図るためにも、家庭や地域社会に

おける支え合いのあり方や地域課題に主体的に取り組み、単独の集落だけでは解決できないこ

とは集落の枠を越えて広い範囲で相互に取り組む新たなまちづくりをけん引する担い手の育成

を行うなど、世代を超えて住民同士が緩やかにつながる場や、地域コミュニティの維持に努め

ます。 

 

③ 集落の適正規模及び配置、集落支援員の配置 

 

人口減少や高齢化による担い手不足により、集落の自治会活動や生活などに支障を来すなど、

様々な課題が蓄積しています。今後は、必要により集落単位ではなく複数の集落からなるコミ

ュニティ生活圏等を形成し、各集落が連携して地域の課題解決に取り組めるような支援を推進

します。 

  また、国の補助制度を活用し集落支援員を配置するなど、小さな拠点づくりを推進し、住民

が安心して生活できるとともに集落の活性化を目指します。 

 

(1)  現況と問題点 

 

① 基幹集落と周辺集落とのネットワーク圏の整備 

 

人口減少及び高齢化が進行する本町では、担い手が不足し自治会や各団体等の活動だけでは

なく、コミュニティ維持にも支障を来たしています。多様化する社会の中で、町民が幸福に暮

らしていくためのニーズを満たすためには、行政の役割のほか、町民自らが自発的な取り組み

を行うとともに、地域で支え合う仕組みづくりを行うことが不可欠になってきています。住み

慣れた地域で安全・安心に暮らしていくための地域コミュニティの維持施策が必要です。 

また放置された農地や空き家などにより、美しい農村風景が失われつつあり、高齢化対策や

社会的共同生活を確保するためには、生活基盤の向上、集落における互助の醸成が必要となり

ます。 

令和７年度のまちづくりアンケート調査結果では、「まちの暮らしやすさ、定住意向」では、

６割が「暮らしやすい、どちらかといえば暮らしやすい」、７割が「ずっと住む、転出の意向な

し」と回答し、過半数の町民が、暮らしやすく、住み続けたいという結果になっており、今後

も住んでいて良かったと思えるような魅力を創り出し、それを情報発信するとともに、いざと

いうときにも必要な支援を受けられる自立した生活が可能な地域づくりが必要です。 
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また、集落のコミュニティセンター等の集会施設は、老朽化による補修や多様な人びとのニ

ーズに合わせた施設整備及び長寿命化も必要です。 

 

表７            暮らしやすさ 

 
 

 

図表８            定住意向 

 

 

 

② 集落の適正規模及び配置、集落支援員の配置 

 

人口減少や高齢化により、自治会の活動等に支障が出始めている状況であり、担い手不足が

懸念されます。今後は、集落単位だけでなく複数の集落からなるコミュニティに必要な機能を

有する小さな拠点整備なども検討していく必要があり、また、集落支援員等の配置も検討し、

地域が安心して元気に暮らせる地域づくりが必要です。 

 

 

(2)  その対策 

 

① 基幹集落と周辺集落とのネットワーク圏の整備 

 

地域の自治会活動や地域活性化事業に積極的に参加し地域のにぎわいづくりに貢献する町

民を増やし、多様な世代を受け入れる態勢づくりと地域コミュニティ活動を支援し、地域のつ

ながりや支え合いを育むことにより地域を活発化させます。 

また、本町を「ふるさと」として関わりを持つ都市圏居住者との関係を拡大・深化させ、町

民に限らない地域活性化の担い手を創出するなど関係人口の増加に取り組むとともに、地域の

課題に対して自治会と行政とが連携を取り、情報を共有しながら協働で地域問題を解決し、地

域が支え合う自主的な活動を支援します。さらに複数地域によるコミュニティに必要な機能を
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有する小さな拠点整備を目指し持続可能な地域づくりを進めます。 

活動拠点となるコミュニティセンター等の施設は、集落の活性化と、地域の互助と地域福祉

の向上を図るため、省エネ化・長寿命化・バリアフリー化のための施設整備や整備助成を行い、

地域の生活基盤の維持を支援します。 

 

② 集落の適正規模及び配置、集落支援員の配置 

 

集落単位でできないことも、複数地域によるコミュニティ、周辺市町村と連携し、高齢者が

安心して地域で暮らすことができる地域公共交通の整備、生活水準向上のための生活基盤の整

備とともに持続可能な地域づくりを進めます。 

また、町民と行政が同じ問題意識を持ち、町民と行政との協働によるまちづくりを推進し、

地域やＮＰＯ法人が行う地域活性化事業に対して地域づくり交付金による支援を行うほか、積

極的な地域づくりと集落活性化への人材育成を図るため、集落支援員の活用についても検討す

るとともに、地域等での暮らしを守るため、地域を支える組織が行う共同購入・個別宅配等の

移動の支援、ＩＣＴを利用した見守り活動や地域運営組織の法人化に向けた小さな拠点活動を

支援します。 

 

③ 対策の目標 

  

 

 

(3)  計画 

 

 

 

(4) 公共施設等総合管理計画との整合 

 

公共施設等の整備については、公共施設等総合管理計画の施設分類ごとの管理基本方針に基

づき計画的に実施していきます。 

 

 

項目
 現　状　値

（令和6年度）
目　標　値

(令和12年度)

地域課題の解決・地域活性化に取り組
んだ事業数（累計）

3件 9件

地域運営組織の形成数 0件 1件
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町民文化・社会教育系施設 

分類 管理基本方針 

1-1.集会施設 

（コミュニティセンター、自

治会館） 

・将来の更新時等には複合化等による適正規模の検討 

・稼働率の低いスペース利用形態見直し 

・計画的な予防保全による長寿命化 

 

 

１１ 地域文化の振興等 

 

  ① 地域文化の振興等の方針 

 

本町には先人が築いた多くの文化と歴史があり、指定・未指定に関わらず、貴重な文化財が

数多く残されています。これらを鹿角地域文化財保存活用地域計画に基づき所有者、関係機関・

団体等と連携を図りながら、適切な保護管理に努めるとともに、文化財めぐりや資料展示、体

験学習などを通じて、文化財の保護思想の啓発と活用を図っています。 

また、地域文化の拠点となっている施設について適正規模及び予防保全による長寿命化や類

似施設との複合化等についても検討していきます。 

 

② 地域に伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに担い手の育成 

 

地域文化の拠点である小坂町立総合博物館「郷土館」や国の重要文化財である康楽館等建物

の保存を図るほか、町の文化財に関心を持つ町民を増やすとともに、地域に伝承されてきた郷

土文化の保存に努めます。また、民俗芸能等については、伝承等継承者の育成に地域の歴史や

文化への理解がある町外者の取り込みも行い、後世に引き継いでいきます。 

 

 

(1)  現況と問題点 

 

① 地域に伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに担い手の育成 

 

本町に受け継がれている貴重な文化財や民俗芸能については、収集、保存に加え、伝承活動

にも努めていますが、少子高齢化の進行により、人材の不足や活動の停滞が危ぶまれています。 

地域の歴史に根ざした文化財を観光資源として活用しつつ、専門知識を有する人材を育て、

地域や団体と連携して調査や記録保存を行うなど、後世に伝えるために適切に保護していくこ

とが重要です。 

特に、国の重要文化財である康楽館や小坂鉱山事務所、また登録有形文化財である天使館や

旧小坂鉱山病院記念棟、旧小坂鉄道小坂駅等は、日本の近代化を支えた産業遺産として後世へ

受け継ぐために建物の保存・維持を確実に行わなければなりません。同じく県指定文化財であ

る旧工藤家「中小路の館」は農村部における民俗文化の継承・展示施設として重要なものであ

り、保存整備と利活用の推進が必要です。 

地域文化の拠点である小坂町立総合博物館「郷土館」は、歴史を学べる場として大きな役割

を担っておりますが、内部設備の老朽化により収蔵品の保存に適した環境とを維持することが
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難しくなってくることから、類似施設との複合化など検討が必要です。                                            

また、郷土文化として、小坂七夕祭や大太鼓、権現舞や虫送りなどがあり、地域で郷土文化

の保存や復活に取り組んでいますが、伝承者の高齢化、郷土に対する意識の希薄化から、継承

が困難になってきています。このため、農山村に残された日本の伝統文化を伝承する取り組み

として、継承者の育成などにより、後世に引き継いでいく必要があります。 

地域の歴史や文化に対して理解を深めるとともに、各種団体と連携しながら有形・無形の文

化財の保護に努め、民俗文化や民俗芸能の後継者育成、地域の歴史や文化への理解を深める機

会づくりが必要です。 

 

 

 (2)  その対策 

 

① 地域に伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに担い手の育成 

 

本町は鉱山の町として特徴ある産業発展を遂げており、鉱山関連の近代化産業遺産が数多く 

残されています。これらを本町の郷土文化として町民の理解を高めるとともに、重要な文化財

として保存・活用を図ります。そのために民俗資料、埋蔵文化財資料の展示施設など、文化財

の保存・活用のための適切な施設整備等を行うとともに、資料のデジタルアーカイブ化を進め、

恒久的な記録保存と、資料情報の公開による情報発信や学習機会の拡充などの多様な活用を図

ります。また、SNS 等のツールを用いた啓蒙活動により町民の意識向上を図り、ふるさとキャ

リア教育など子どもたちが文化財や伝統芸能に触れる機会を学校活動に積極的に取り入れ、将

来の担い手育成につなげます。 

また、町由来の文化人の紹介、町の歴史や文化への理解と関心が深まるような講座を行い文

化財保護への理解と、郷土館や近代化産業遺産群をはじめとした文化財を紹介できる人材を養

成します。 

さらに、地域資源として観光など他の分野や周辺市町村との連携により地域振興に結びつけ

るとともに、本町の文化を内外に発信し文化財や郷土文化の継承に生かします。 

   旧工藤家「中小路の館」は、計画的な維持補修に努めます。地域文化を展示する小坂町立総

合博物館「郷土館」は類似施設との複合化などの検討を行い、郷土文化の学習の場としてふる

さと教育や生涯学習への利活用を図るほか、特別展・企画展の開催を推進し入館者数の維持に

努めます。 

  また、地域の文化として鉱山建築物の景観を保存するとともに、過疎地域特有の美しい農山 

村風景も保護していきます。 

   小坂七夕をはじめとした郷土文化を保護するとともに民俗芸能保存のために補助金等を支給

するほか、途絶えた郷土文化の掘り起こしや復活を行い、後世に引き継ぐべき大切な郷土文化

として継承や後継者の育成を図ります。 

これまで本町は多くの芸術家を輩出してきたことから、偉大な先人の業績を振り返るととも

に、町民が行う文化的、芸術的な活動に対し支援を行い、町民が身近に芸術に触れる機会を設

け、芸術の振興及び普及を図ります。 

 

 

 



- 80 - 

図表９ 

 郷土館入館者数 

単位：人 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

郷土館入館者数 2,382 3,200 3,300 2,569 2,270 

資料：小坂町事務報告  

 

図表１０ 

 特別展・企画展開催回数 

単位：回 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

特別展・企画展
開催回数 

3 4 4 3 2 

資料：小坂町事務報告 
 
 

② 対策の目標 

 

 

 

(3)  計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目
 現　状　値

（令和6年度）
目　標　値

(令和12年度)

郷土館入館者数 2,270人 2,300人

特別展・企画展開催回数 3回／年 3回／年

事業計画（令和８年度～１２年度）

持続的発展
施策区分

事業内容 事業主体 備　考

10　地域文化の (1) 地域文化振

振興等 興施設等

　　地域文化振 郷土館整備事業 町

　　興施設

(3) その他 芸術文化団体支援事業(ソフト) 芸術文化 補助金

団体

郷土館特別展実施事業(ソフト) 町

事業名
(施設名)
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(4) 公共施設等総合管理計画との整合 

 

公共施設等の整備については、公共施設等総合管理計画の施設分類ごとの管理基本方針に基

づき整合を図りながら計画的に実施していきます。 

 

社会教育系施設 

分類 管理基本方針 

2-2.博物館等 

（郷土館） 

・将来の更新時等には複合化等による適正規模の検討 

・稼働率の低いスペース利用形態見直し 

・民間活力の導入を検討 

・計画的な予防保全による長寿命化 

 

 

 

１２ 再生可能エネルギーの利用の推進 

 

  ① 再生可能エネルギーの利用推進の方針 

 

国では、地球温暖化対策、カーボンニュートラル、再生可能エネルギーの利用を促進してい

ます。再生可能エネルギー事業の推進は、循環型社会の形成のみならず、地域の雇用の確保や、

地域の活性化など、その経済効果による地域振興にも寄与するため、バイオマスや太陽光、風

力、水力、地熱等、それぞれの特性を生かした利用を推進していきます。 

 

  ② 過疎地域の自然的特性を生かしたエネルギーの利用及び土地、水、バイオマスその他の

地域に存在する資源を活用した再生可能エネルギーの推進 

 

町民一人ひとりが自然環境の保全意識を深め、環境に配慮した生活様式を積極的に取り入れ

るなど、環境への負荷の少ない再生可能エネルギーを活用した資源循環型社会づくりの推進を

図ります。 

また、公共施設でも再生可能エネルギーを利用した事業に取り組み、地域の特性を生かした

施設づくりに取り組んでいきます。 

 

 

(1)  現況と問題点 

 

  ① 過疎地域の自然的特性を生かしたエネルギーの利用及び土地、水、バイオマスその他の

地域に存在する資源を活用した再生可能エネルギーの推進 

 

２１世紀は「環境の世紀」であると言われています。資源循環型社会の実現は、地球温暖化

防止対策とともに環境共生型社会の実現に向けた重要な施策であり、次の世代を生きる子ども

たちを守るためには、省資源・省エネルギーを実践する資源循環型の生活様式に変えていくこ

とが求められています。 



- 82 - 

町では、令和６年に策定された第３次小坂町環境基本計画及び令和８年に策定された小坂町

地球温暖化対策実行計画において、脱炭素社会の実現と 2050 年にゼロカーボンを目指すこと

としており、環境リサイクル産業の振興とあわせ、資源循環型社会の構築を目指して町ぐるみ

で取り組んでいます。 

特に資源作物である菜の花を作付けし、農業用機械に必要な燃料を地域内資源循環させる

「菜の花プロジェクト」を進めてきましたが、廃食油回収に係るコストの問題や既存のバイオ

ディーゼル燃料精製機械で製造した代替燃料に対応できる農機や車両が無くなったこと、菜の

花を作付けする農家の減少などにより地域内循環させていくことが困難となっています。今後

はこれまでの経験を生かしながら、各自がリデュース・リユース・リサイクルを実践し、負担

の無い資源循環へと発展させていくことが必要です。 

また、公共施設としては、本庁舎敷地内に太陽光発電パネルを設置し、庁舎内の電力消費に

利用しており、令和６年度から運用開始した十和田湖観光振興センターにおいて、木質バイオ

マスを利用したボイラーを設置し、施設内の暖房に利用しています。 

 

 (2)  その対策 

 

  ① 過疎地域の自然的特性を生かしたエネルギーの利用及び土地、水、バイオマスその他の

地域に存在する資源を活用した再生可能エネルギーの推進 

 

 環境に負荷の少ない暮らし方や自然エネルギーの活用などが促進されるよう、資源循環型社

会に関する学習機会や環境にやさしい生活様式の情報を町民や事業者に提供するとともに、小

坂町地域省エネルギービジョンや小坂町地域新エネルギービジョン、小坂町環境基本計画及び

小坂町地球温暖化対策実行計画に基づき、省エネルギーの推進や豊富な森林バイオマス資源の

活用、新技術を活用した太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入を推進し、環境に負荷を

かけない地域づくりに努めます。 

 さらに、家庭や地域での様々な環境保全に向けた活動や、企業における環境マネジメント活

動といった協働による環境への取り組みが活発に展開されるよう、町民、事業者、行政などあ

らゆる主体が適切な役割分担のもとに、それぞれにまたは連携して資源循環型社会の推進を図

ります。 

 

(3)  計画 
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１３ その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

 

  ① 自然環境の保全及び再生の方針 

   

   町の豊かな緑、美しい水、さわやかな空気、のどかな景観等、豊かな自然の恵みは、町の誇

りであり、十和田湖を代表とするこの自然環境を将来に引き継いでいくためにも自然環境を配

慮した土地利用を進めるとともに、一人ひとりが環境に配慮した暮らしを意識し、循環型社会

の形成に向けて、豊かな自然を守り育てていきます。 

   

② 国内・国外交流の推進の方針 

 

町民一人ひとりが国内・国外交流への理解を深め、地域の理解や文化の違いを受け入れる多

文化共生のまちづくりを進めるとともに、国際的視野を持ち、多様性を尊重できる国際感覚豊

かな人材を育てます。 

様々な地域間交流の推進により交流人口が拡大し、町と関わり、持続的に地域に貢献する関

係人口の創出を目指します。 

 

 

(1) 現況と問題点 

 

① 自然環境の保全及び再生 

 

本町は豊かな自然環境に囲まれており、美しい自然景観を次の世代に受け継いでいく必要が

あります。そのため、町内の自然環境に配慮し、自然保護活動・美化活動を継続しながら、地

域経済の活性化、快適な生活環境につながるよう、土地利用関連計画や基盤整備関連計画との

整合を図り、生活の利便性や安全性を考慮した計画的かつ適正な土地利用を推進していくこと

が求められます。  

また、日常生活と密接な関係にある自然環境の悪化は､地域としても重要な課題となるため、

河川等のきれいな水環境の保全に向けて、下水道等の生活排水対策を進めるほか、公衆トイレ

等の衛生環境の向上に取り組んでいます。 

昨今の健康ブームによるレクリエーション的な登山（山歩き）が人気となっていますが、町

内にある十和田湖外輪山の登山道や湖畔遊歩道には危険な箇所も多く、案内板や標柱などの施

設整備や修繕が行き届いていない状況にあるため、観光客や利用者の安全確保のため、破損箇

所について把握し早急な工事及び修繕が必要です。 

空き缶のポイ捨てや山間地などへの粗大ごみ等の不法投棄は後を絶たず、美化運動の取り組

みやモラルの強化が求められます。 

 

② 国内・国外交流 

 

伝統、社会情勢等を理解するとともに、英語を使ったコミュニケーションを図り、相手の意

図や考えを理解し、自分の考えを適切に伝えられる能力の育成等、多文化共生社会で活躍でき

る人材の育成が求められます。 
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 本町は、旧七滝小学校の空き校舎を利活用した町有施設である七滝活性化拠点センターに入

居する日本語学校「ＡＫＩＴＡ ＩＮＡＫＡ ＳＣＨＯＯＬ」の生徒が、田舎暮らし体験を通じ

て行う町民との交流や中高生海外体験旅行など国際交流の機会が多いほか、国際交流員、外国

語指導助手の招致により、小さい頃から、また、普段から外国人と接する機会が設けられ、学

校教育においては、外国語指導助手を配置した授業のみならず学校生活を共に過ごす中で、言

語や文化の違いを認識できる環境があります。町では、平成３年度から発足した国際交流協会

のイベントや活動で外国への理解、交流の推進が図られています。 

しかし、国際交流員、外国語指導助手との交流は、児童生徒が中心となっており、一般町民

との交流機会は減少しているほか、国際交流協会会員の減少、中高生海外体験旅行やイベント

への町内参加者の固定化・減少が進んでいるため、新たな参加を求める機会を創出しながら、

本町の特性を生かした町民の国際交流への理解とともに、外国人の暮らしやすいまちづくりを

進める必要があります。 

 

 図表１１ 

 国際交流事業への参加者数 

単位：人 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

国際交流事業へ
の参加者数 

122 76 118 127 176 

資料：観光産業課観光商工班 
 

図表１２  

国際交流協会会員数 

単位：人 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

国際交流協会 
会員数 73 64 77 55 72 

資料：小坂町国際交流協会 

 

 

 (2)  その対策 

 

  ① 自然環境の保全及び再生 

 

  本町の豊かな自然環境を保全するため、国・県と連携し公害の防止に取り組み、開発事業者

が関係法令を遵守し、町民が安全・安心に暮らすことができるよう環境を阻害する要因となる

事項の調査を行うとともに、調査結果について町民への周知を図ります。 

観光客を含め町民一人ひとりの環境美化意識の高揚を図り、ごみの散乱・不法投棄の防止や

マナーの向上等、町民・地域が一体となった環境美化活動を進め、美しい景観を保全し、美し

い自然環境を後世に受け継ぐとともに、登山道や遊歩道の整備など、自然と触れ合える空間整

備を行い、自然との共生を図り、森林環境譲与税を活用し、今まで放置されていた森林の整備

と有効活用を進めます。 

公衆衛生や公害防止による生活環境の保全に向けて、生活排水や公衆トイレ等の生活環境の
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整備、坑廃水処理や河川水質管理等、衛生管理により町民の快適で衛生的な暮らしを確保しま

す。 

 

② 国内・国外交流 

 

国際交流員を招致し、国際交流及び国際理解教育の推進を図るほか、小坂町国際交流協会へ 

の支援を行い、国際交流の活性化に取り組みます。 

小坂町国際交流協会への支援を通じて、国際感覚や世界的な視野を身につけた人材の育成、

地域の国際化を推進し、協定等を締結している友好交流都市などとの交流を深化させ、更なる

国際交流の推進を図ります。 

  町内を訪れる訪日観光客や町内で働く外国人が安心して滞在・生活できる環境づくりに配慮

し、多文化共生社会の構築に努めます。 

中学校に外国語指導助手（ＡＬＴ）を配置し、小学校１年生から中学校３年生までネイティ

ブによる外国語活動・英語授業を実施するとともに、国際交流員等や日本語学校生徒との交流

を通じて国際理解教育の推進及びグローバルな人材育成を図ります。 

本町の歴史的文化や十和田湖を代表とする美しい景観などを通じて、ゆかりのある地域との

交流を推進し、互いに連携したにぎわいの創出と交流人口の増加を図ります。 

また、秋田大学、秋田県立大学、ノースアジア大学などの連携協定を締結する教育機関との

交流により、若者ならではの斬新な発想を生かした取り組みによる地域の活性化と、関係人口

の創出を図ります。 

  

③ 対策の目標 

 

 

 

（３）計画 
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※地域の持続的発展における施策の効果が一過性ではなく将来に及ぶもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


